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福祉・保健 

 
本市では，第六次鹿児島市総合計画において，「自分らしく健やかに暮らせる  安心

安全なまち〔健康・安心政策〕」を基本目標の一つとして掲げ，保健と福祉のさまざま

な施策に取り組んでいる。  

令和６年度は，健康づくりについては，第三次鹿児島市健康増進計画「かごしま市

民すこやかプラン」に基づき，市民の健康づくりを推進する。また，第四次かごしま

市食育推進計画に基づき，食育の総合的かつ計画的な推進を図る。  

地域福祉については，「地域共生社会」の実現に向けて，第５期鹿児島市地域福祉計

画に基づき，重層的支援体制整備事業に取り組むなど，本市の地域福祉を総合的かつ

計画的に推進する。 

また，市民に福祉交流やボランティア活動を広げるイベントとして，わくわく福祉

交流フェアを開催する。 

このほか，大規模災害発生時に避難所等における供給体制が整うまでの食糧や生活

必需品の備蓄を行う。 

高齢化対策については，第９期鹿児島市高齢者保健福祉・介護保険事業計画に基づ

くサービスを総合的，体系的に実施する。  

高齢者福祉については，引き続き敬老パスの交付や愛のふれあい会食事業を実施す

るとともに，スポーツ・文化のイベント「すこやか長寿まつり」を開催するなど，高

齢者の生きがいづくりの推進と社会参加の促進を図る。また，在宅福祉については，

紙おむつ等助成事業等を実施する。  

後期高齢者医療制度については，被保険者のはり・きゅう施設等の利用に対する独

自助成を行うほか，長寿健診を実施する。  

介護保険については，介護を必要とする高齢者等に対して保険給付を行うほか，要

支援者等を対象に介護予防・日常生活支援総合事業を実施するとともに，リハビリテ

ーション提供体制の充実や社会参加の促進を図るため，短期集中運動型サービスの実

施に向けた具体的な検討を行い，自立支援と介護予防を推進する。また，「地域包括ケ

アシステム」の深化・推進を図るための中核機関である長寿あんしん相談センター（地

域包括支援センター）を運営するほか，認知症になっても住み慣れた地域で自分らし

く暮らし続けることができるよう，認知症の予防や早期発見等につなげる特設ページ

（かごしま市認知症おうえんナビ）を市ホームページ内に作成するなど，認知症の人

や家族を支援する各種事業を実施する。  

障害者福祉については，第五次鹿児島市障害者計画及び障害福祉計画第７期計画・

障害児福祉計画第３期計画に基づき，本市の障害者施策を総合的・計画的に推進する。

その中で，身体・知的・精神及び発達障害を対象とした総合的な相談等を行う障害者

基幹相談支援センターや24時間365日の緊急対応（相談・受入れ）を行う障害者地域生

活支援拠点の運営等を行う。また，障害福祉サービス等に対する市独自の利用者負担

軽減を行うほか，障害者の社会参加を促進するため，友愛パス及び友愛タクシー券を

交付する。 

このほか，さらなる共生社会の実現につなげるため，手話言語・障害者コミュニケ

ーション条例に基づき，障害者への理解促進の気運を醸成し，障害者の生活課題等の

解消と，意思疎通支援の充実に取り組む。  
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保健予防については，がん検診やＨＩＶ，肝炎ウイルス，ＨＴＬＶ－１の無料検査

を実施するとともに，成人と高齢者・歯・心の健康，がん・難病患者への支援，食生

活と栄養などの健康相談・教室・訪問指導・健診等を通じて，健康管理や生活習慣改

善への支援を行う。 

新型コロナウイルス感染症対策については，令和５年５月８日の５類感染症への移

行後においても，発熱時の受診相談など一部の対応を継続し，令和６年４月１日から

は季節性インフルエンザと同様に通常の医療提供体制に移行した。ワクチン接種につ

いては，令和５年度末で特例臨時接種は終了し，令和６年度秋冬から定期接種を行う。

また，感染症などの発生・まん延を防止するため，５種混合などの定期予防接種や風

しん抗体検査等を引き続き実施する。  

１ 健康づくり 

(1) 健康増進計画推進事業（一部国庫補助事業 平成25年度から実施） 

目的・概要  第三次鹿児島市健康増進計画「かごしま市民すこやかプラン」（令和

６年度～令和17年度）に基づき，こどもから高齢者まですべての市民

が共に支え合い，自分らしく健やかに暮らせるかごしま市の実現を目

指し，市民や関係機関・団体と一体となって，市民の健康づくりを推

進する。 

事業内容   ① 計画の推進 

ア 鹿児島市健康づくり推進市民会議の運営  

イ 推進検討委員会等の開催  

② 計画の周知・広報 

ア 健康づくり月間での周知・広報  

イ 第三次健康増進計画書等の作成  

予 算 額   令和６年度 2,816千円 

(2) 働く世代の健康づくり事業（国庫補助事業 平成27年度から実施） 

目的・概要  事業所との協働により，働く世代の生活習慣の改善やメンタルヘル

ス対策など健康づくり事業に取り組む。  

予 算 額   令和６年度 392千円 

(3) 食育推進事業（一部国庫補助事業 平成21年度から実施） 

目的・概要  「食を通じて健康で，生き生きと生活できる活力あるかごしま市の

実現」を基本理念とする第四次かごしま市食育推進計画（令和４年度

～８年度）に基づき，食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

る。 

事業内容   ① 食育推進委員会の開催 

② 食育推進ネットワークの連携強化  

③ 食育情報の発信 

④ 市民への食育推進支援 

⑤ 食育推進計画の周知・広報  

予 算 額   令和６年度 1,090千円 
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(4) 食育フェスタ開催事業（一部国庫補助事業 平成27年度から実施） 

目  的   食に関する学習や体験活動を通じて食育の推進を図るため，市内大

学や食育推進ネットワーク等と連携して「食育フェスタ」を開催する。 

内  容   第９回かごしま食育フェスタの開催  

主  催   鹿児島市（協力：市内大学，食育推進ネットワーク）  

予 算 額   令和６年度 2,457千円 

(5) 市民健康まつり（平成元年度から実施）  

目  的   市民健康まつりや講演会を開催し，健康の重要性及び定期健診等の

必要性について，市民の関心を喚起するとともに市民の認識を深める。 

内  容   第41回市民健康まつりの開催  

主催 市民健康まつり実行委員会（鹿児島市医師会ほか９団体共催）

予 算 額   令和６年度 1,500千円 

(6) 受動喫煙防止対策事業（一部国庫補助事業 平成30年度から実施） 

目的・概要  市民の健康を守るため，施設の区分に応じた受動喫煙防止対策につ

いての助言・指導等及び受動喫煙に関する知識の普及，受動喫煙の防

止に関する意識の啓発を通じ，望まない受動喫煙が生じない環境整備

の促進を図る。 

事業内容   ① 周知・広報，相談・問い合わせ対応  

② 既存特定飲食提供施設に係る届出の受付，違反者への指導・助

言等 

予 算 額   令和６年度 4,539千円 

(7) 保健活動従事者等人材育成事業（一部国庫補助事業 令和元年度から拡充）  

目的・概要  保健活動従事者等の資質向上を図るため，研修会等を実施し人材育

成を行う。 

事業内容   ① 育成トレーナーによる新人保健師育成支援  

② 新任期・中堅期・管理期などの保健師研修会の実施  

③ 栄養士人材育成等の実施  

④ 研修会・研究学会への参加  

予 算 額   令和６年度 1,559千円 

(8) 健康づくり応援事業（市単独事業 令和元年度から実施） 

目的・概要  広く市民の健康づくりを支援するため，情報発信や健康づくり物品

等の貸与等を行う。 

事業内容   運動ができる施設等の情報発信 

予 算 額   令和６年度 ０千円 

(9) かごしま温泉健康プラザ  

本施設は，温泉を活用した水中運動用プールや歩行浴，全身・部分浴などの各種浴

槽設備を備えており，市民が季節を問わず，水中運動効果や温浴効果により自主的な

健康づくりを図ることを目的に設置した。  

業務開始  平成11年４月 
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所 在 地  永吉二丁目21番６号 

総事業費  約20億円 建物構造  鉄筋コンクリート造 ４階建ての４階（１・

２階は西部保健センター）  

敷地面積  2,259.84㎡（西部保健センターを含む）  

延床面積  4,092.52㎡（     〃     ） 

開館時間  午前９時～午後８時 

休 館 日  毎週火曜日（休日のときは，その日後最も近い休日でない日）  

使 用 料  大人300円，小人（小・中学生）150円 

施設内容  水中運動用プール（17m×６m），歩行浴，全身・部分浴，気泡浴，圧注

浴，寝湯，サウナ，冷水浴，うたせ湯などの浴槽施設のほか，ストレ

ッチルーム，リラックスルーム（休憩室） 

(10) さくらじま白浜温泉センター  

本施設は，一般浴場，家族風呂，高齢者や身体障害者等を対象にした福祉浴場を備

えており，健康づくりに温泉を活用することで市民の健康保持及び福祉の増進を図る

ことを目的に設置した。 

業務開始  平成５年５月 

所 在 地  桜島白浜町1269番地 

総事業費  454,953千円 

建物構造  鉄筋コンクリート造 ３階建て 

敷地面積  3,395.00㎡ 

延床面積  1,347.54㎡ 

開館時間  午前10時～午後９時 

休 館 日  毎月10日（土・日・休日のときはその日後最も近い土・日・休日でない日） 

使 用 料  大人390円，小人（小学生）150円 

家族風呂１時間1,100円（30分超過ごとに550円加算） 

※毎月26日（白浜温泉の日）は，大人・小人とも一律 100円， 

家族風呂550円 

施設内容  一般浴場（大浴槽，サウナ，水風呂，気泡湯（低周波），寝湯，露天風

呂），家族風呂，福祉浴場，一般休憩室，福祉休憩室  

２ 地域福祉 

(1) 地域福祉館 

目  的  市民の交流や福祉活動及び地域福祉ネットワークの拠点として，また，

地域で活動する団体への活動支援を行う施設として，地域福祉館の管理

運営を行う。 

施設内容  和室・洋室・児童ルームなど  

管理運営  鹿児島市社会福祉協議会   
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令和６年度委託料予算額 477,186千円 

区分 

施設名 

施   設 令和５年度年間 

延 利 用 人 員 開所 敷地 建物 

１ 真 砂 福 祉 館 
昭和48.４.１ 

（平成３.４.１移転新築） 

㎡ 

465 

㎡ 

514 

人 

16,463 

２ 玉 里 福 祉 館 
昭和48.12.１ 

（平成３.４.１改築） 
874 508 12,999 

３ 甲 東 福 祉 館 
昭和49.４.１ 

（平成９.９.９移転新築） 
723 557 15,184 

４ 上 町 福 祉 館 昭和50.４.１ 保育園の２階 216 3,170 

５ 西 紫 原 福 祉 館 昭和51.４.１ 保育園の２階 257 8,369 

６ 城 西 福 祉 館 
昭和52.４.１ 

（平成27.３.26改築） 
1,855 624 32,898 

７ 武 福 祉 館 昭和54.４.１ 保育園の２階 186 5,207 

８ 東 谷 山 福 祉 館 
昭和55.４.１ 

（平成９.11.18移転新築） 
1,021 560 20,434 

９ 松 原 福 祉 館 昭和55.４.１ 保育園の２階 160 2,767 

10 鴨 池 福 祉 館 昭和57.９.１ 471 507 13,047 

11 宇 宿 福 祉 館 昭和58.４.１ 638 502 14,461 

12 西 伊 敷 福 祉 館 昭和58.４.１ 366 389 23,778 

13 坂 之 上 福 祉 館 昭和59.４.１ 760 456 17,311 

14 甲 南 福 祉 館 昭和59.４.１ 310 497 11,947 

15 武 岡 福 祉 館 昭和60.４.１ 731 496 14,115 

16 玉里団地福祉館 昭和60.４.１ 1,022 454 16,402 

17 柳 町 福 祉 館 昭和60.10.１ 551 551 4,677 

18 川 上 福 祉 館 昭和61.２.１ 927 482 13,448 

19 吉 野 東 福 祉 館 昭和61.４.１ 921 491 11,715 

20 平 川 福 祉 館 昭和61.９.１ 702 286 5,122 

21 明 和 福 祉 館 昭和62.４.１ 750 491 14,904 

22 紫 原 福 祉 館 昭和62.４.１ 
市営住宅 

集会室の２階 
330 21,039 

23 八 幡 福 祉 館 昭和62.４.１ 248 376 8,936 

24 西 谷 山 福 祉 館 昭和62.４.１ 683 501 10,430 
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区分 

施設名 

施   設 令和５年度年間 

延 利 用 人 員 開所 敷地 建物 

25 桜 ヶ 丘 福 祉 館 昭和63.２.20 658 493 22,889 

26 田 上 台 福 祉 館 昭和63.３.25 632 472 11,675 

27 谷 山 北 福 祉 館 平成元.４.１ 967 496 10,831 

28 吉 野 福 祉 館 平成元.９.12 795 507 21,298 

29 西 陵 福 祉 館 平成元.９.12 801 516 15,230 

30 唐 湊 福 祉 館 平成２.４.１ 1,123 525 7,412 

31 星 ヶ 峯 福 祉 館 平成２.４.１ 758 502 15,755 

32 坂 元 福 祉 館 平成３.４.１ 773 515 8,232 

33 たてばば福祉館 平成４.４.１ 732 511 19,589 

34 皇 徳 寺 福 祉 館 平成４.４.１ 949 516 19,571 

35 谷 山 福 祉 館 平成４.４.１ 1,058 515 21,400 

36 田 上 福 祉 館 平成５.４.１ 870 515 16,672 

37 花 野 福 祉 館 平成５.10.13 622 534 15,416 

38 福 平 福 祉 館 平成６.４.１ 970 537 14,465 

39 伊 敷 台 福 祉 館 平成８.12.14 1,001 557 22,612 

40 宇宿中間福祉館 平成16.４.１ 827 600 17,568 

41 和 田 福 祉 館 平成16.11.９ 781 599 11,141 

(2) 民生委員・児童委員 

委員定数  1,068人（令和６.４.１現在） 

活 動 費  年額 会  長  （ 50人）191,000円 

副 会 長  （ 50人）161,000円 

一般委員  （868人）155,000円 

主任児童委員（100人）155,000円   
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内容別相談・支援状況                      （単位:件） 

区 分 
在 宅  

福 祉  

介 護  

保 険  

健康・

保 健 

医 療 

子育て 

・母子 

保 健 

子ども 

の地域 

生 活 

子 ど も 

の教育・ 

学校生活 

生活費 

年 金  

・  

保 険  

仕 事  
家 族  

関 係  
住 居  

生 活  

環 境  

日常的

な支援 
その他 合 計  

令和５年度 

累 計 
4,711 1,390 2,482 1,184 3,603 2,487 527 181 241 1,146 627 2,142 10,049 9,835 40,605 

１人当たり 

１ 月 平 均 
0.37 0.11 0.19 0.09 0.28 0.19 0.04 0.01 0.02 0.09 0.05 0.17 0.78 0.77 3.17 

 

分野別相談・支援状況                      （単位：件） 

区  分 
高 齢 者 に 

関すること 

障 害 者 に 

関すること 

子 ど も に 

関すること 
そ の 他 合  計 

令 和 ５ 年 度 累 計 23,742 1,689 8,165 7,009 40,605 

１人当たり１月平均 1.85 0.13 0.64 0.55 3.17 

 

その他の活動状況        （単位：件）        （単位：回，日） 

区 分 

調 査 

・ 

実態把握 

行事・事 

業・会議 

への参加 

・ 協 力 

地域福祉

活動・自

主 活 動 

民児協運

営・研修 
証明事務 

要保護児

童の発見

の通告・

仲 介 

 訪問回数 連絡調整回数 

活動日数 訪 問 ・ 

連絡活動 
その他 委員相互 

その他の

関係機関 

令和５年度

累 計 
18,450 25,399 61,767 37,544 5,346 132 106,873 73,448 104,252 42,658 177,272 

１人当たり

１ 月 平 均 
1.44 1.98 4.82 2.93 0.42 0.01 8.34 5.73 8.13 3.33 13.83 

(3) 民生委員児童委員見守り活動支援事業（市単独事業 平成25年度から実施） 

目  的  支援が必要な地域住民の早期発見，把握のため，地域での見守り活動

の周知広報や見守り活動協力事業者の拡大を図るなど，民生委員・児童

委員の見守り活動を支援する。  

予 算 額  令和６年度 107千円 

(4) 重層的支援体制整備事業（令和６年度から実施）  

目  的  地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに，関係機関や地域が連携

して対応する重層的支援体制を整備し，相談支援，参加支援，地域づく

りに向けた支援に一体的に取り組む。  

内  容  市民から寄せられる福祉に関する相談を包括的に受け止め，８０５０

問題やダブルケアなどの複雑化・複合化したケースについては，関係機

関が連携して支援プランを作成し，助成制度や福祉サービス等の既存の

支援に加え，継続的な家庭訪問や地域とのつながりづくりなどによる重

層的な支援を提供し，困りごとの解決を図る。  

予 算 額  令和６年度 45,960千円 

(5) 地域福祉推進事業（平成16年度から実施） 

目  的  地域福祉館等を拠点とした地域福祉ネットワークを推進するため，地

域福祉支援員の配置等を行う。  

内  容  地域福祉館等（41福祉館＋市社協支部）を拠点に，地域福祉支援員を

配置し，小地域ネットワークの支援や地域情報の把握，団体からの相談

への対応等により支援関係機関間の連携推進を図るほか，地域住民から
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の相談への対応等に取り組む。 

予 算 額  令和６年度 32,761千円 

(6) わくわく福祉交流フェア（平成24年度から実施） 

目  的  市民に福祉交流やボランティア活動を広げることを目的に開催する。 

事業主体  鹿児島市及び鹿児島市社会福祉協議会  

内  容  バザーや模擬店，福祉施設製作品展示即売  ほか 

予 算 額  令和６年度 2,925千円 

(7) 地域振興基金の設置（平成２年度から積立）  

目  的  高齢者等に対する福祉活動の促進，快適な生活環境の形成等を図る。 

基金総額  135,243千円 

令和５年度事業   基金運用から生ずる収益をすこやか長寿まつり開催事業等の

事業用の財源の一部として充当  

(8) 社会福祉協議会への助成（市単独事業） 

目   的   本市の福祉行政を補完する役割を果たしている社会福祉協議会の各

事業に対し助成を行い，事業の円滑な運営を支援することにより市民福

祉の増進を図る。 

内  容  社会福祉協議会が行う下記事業の運営費等に対し，補助を行う。  

① 法人運営事業 

② 地域福祉活動推進事業  

③ ボランティア活動振興事業  

④ 福祉コミュニティセンター運営事業  

予 算 額  令和６年度 166,823千円 

(9) 社会事業協会への助成（市単独事業） 

目   的   本市の福祉行政を補完する役割を果たしている社会事業協会の本部

事務局運営経費に対し助成を行い，事業の円滑な運営を支援することに

より市民福祉の増進を図る。  

内  容  社会事業協会の本部事務局の運営経費に対し，補助を行う。  

予 算 額  令和６年度 18,600千円 

(10) 戦没者の慰霊に関する事業（市単独事業） 

目  的  戦没者追悼式を行うほか，太平洋戦争民間犠牲者慰霊碑「人間之碑」

献花や各種慰霊祭に対する供花を行うとともに，鹿児島市遺族会に対し

て補助を行う。 

予 算 額  令和６年度 1,049千円 

(11) 再犯防止推進事業（市単独事業） 

目  的  鹿児島市再犯防止推進計画に基づき，犯罪や非行をした人の社会復帰

に関する施策の推進を図るため，再犯防止推進連絡会議の開催や鹿児島

保護区保護司会に対する補助を行う。  

予 算 額  令和６年度 1,220千円 
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(12) 市民奉仕活動賠償傷害保険（市単独事業 昭和59年度から実施） 

市内の奉仕活動を行う住民団体の参加者が，過失により，行事参加者等に損害を与

え法律上の責任を負う場合や，奉仕活動中に思わぬ事故で負傷し，または死亡した場

合にこの保険で補償する。  

令和６年度加入団体 1,459団体 補償対象者 206,660人 

保険料全額市負担 

(13) 中国残留邦人等支援事業（平成20年度から生活支援等に拡大して実施）  

目  的  永住帰国した中国残留邦人等（樺太残留邦人を含む）に対し，老後の

生活の安定，地域での生き生きとした暮らしを実現するため，必要な支

援を行う。 

内  容 ① 中国残留邦人等への生活支援給付金等の支給（国の制度）  

② 中国語のできる支援・相談員の配置（国の制度）  

③ 自立支援通訳の派遣（国の補助事業）  

④ 帰国時の慰労金及び就職奨励金の支給（市単独事業  昭和49年度か

ら実施） 

予 算 額  令和６年度 78,692千円 

(14) ホームレス巡回相談指導事業（国の制度 平成20年度から実施） 

目  的  ホームレス又はホームレスとなるおそれのある者に対し，巡回相談等

による相談活動を行い，これらの方々が抱える問題を把握するとともに，

必要な援助が受けられるよう指導することにより，その自立を支援する。 

予 算 額  令和６年度 1,335千円 

(15) 隣保館 

目   的   福祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠点となる開かれたコミ

ュニティセンターとして，各種相談事業や人権課題の解決のための各種

事業を総合的に行う。 

予 算 額  令和６年度 32,264千円 

① 小松原市民館 開設 昭和54年４月 

所 在 地 小松原一丁目48-6 

面 積 敷地477.39㎡ 建物 延592.56㎡ 

構 造 鉄筋コンクリート３階建 

施 設 内 容 
調理室，図書室，会議・研修室，教養娯楽室，  

相談室，多目的利用室，事務室  

利 用 状 況 （令和５年度）10,140人 

 

② 小野市民館 開設 昭和58年４月 

所 在 地 小野三丁目13-7 

面 積 敷地661.88㎡  建物 延408㎡ 

構 造 鉄筋コンクリート２階建 

施 設 内 容 調理室，図書室，学習室，教養娯楽室，会議室，相談室，事務室  

利 用 状 況 （令和５年度）6,907人 
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(16) 災害弔慰金，災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付  

（国・県制度 昭和57年７月10日適用） 

災害救助法等の適用された自然災害により，市民が死亡した場合，その遺族に対し

災害弔慰金を，精神又は身体に著しい障害を受けた市民には，災害障害見舞金を支給

する。 

また，被災家庭の災害復旧に資するため世帯主に対して災害援護資金の貸付を行っ

ている。 

支給額及び貸付限度額 

① 災 害 弔 慰 金 主たる生計維持者の死亡  500万円以内 

その他死亡        250万円以内 

実  績 令和５年度   該当なし 

② 災 害 障 害 見 舞 金 主たる生計維持者の障害者  250万円以内 

その他障害者       125万円以内 

実  績 令和５年度   該当なし 

③ 災害援護資金貸付 １世帯当たりの貸付限度額150万円から350万円 

（被害の種類及び程度により異なる）  

償還期間 10年間（うち据置期間３年）  

実  績 令和５年度   該当なし 

(17) 被災者生活再建支援制度（国・県制度 平成10年５月適用） 

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し，都道府県が相互扶助

の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定

めることにより，その生活の再建を支援し，もって住民の生活の安定と被災地の速や

かな復興に資することを目的とする。  

実  績  令和５年度 該当なし 

(18) 小災害救助（市単独事業 昭和40年９月から実施） 

目  的  災害救助法の適用を受けるに至らない火災，風水害その他の小災害に

よるり災者に対し，応急的に必要な救助を行い，援護を図る。  

基  準  死亡者に対する弔慰金       100,000円 

傷 害 者（１カ月以上入院治療）    30,000円 

物資支給   毛布又はタオルケット１人１枚（社協と日赤から毛布，

タオルセット他） 

見 舞 金（全焼・全壊）１世帯30,000円 １人増すごとに15,000円加算 

（半焼・半壊）１世帯15,000円 １人増すごとに 8,000円加算 

（床上浸水等）１世帯10,000円 １人増すごとに 5,000円加算 

実  績  令和５年度 29世帯50人（内死亡者5人） 

弔慰金・見舞金 1,131千円 毛布等49枚 

予 算 額  令和６年度 1,491千円 

(19) 災害時食糧等物資備蓄事業（市単独事業 平成24年度から実施） 

目   的   大規模災害発生時に避難所等における供給体制が整うまでの食糧や

生活必需品の備蓄を行う。  

備蓄物資  保存用米製食品，保存用パン，毛布，紙おむつ等  
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予 算 額  令和６年度 19,474千円 

(20) 全国市長会防災・減災費用保険料（市単独事業 平成30年度から実施） 

目   的   災害救助法の適用に至らない災害時に実際に支出した費用の一部を

補てんする「防災・減災費用保険」制度に加入する。  

保険内容  避難所の設置 食品・飲料水・生活必需品の供給，職員の人件費など  

予 算 額  令和６年度 8,722千円 

(21) 市内に設置されている社会福祉施設（市立を除く）  

ア 県  立                     （令和６．４．１現在） 

施 設 別 名      称 定 員 設立年月日 電  話 

視聴覚障害者 

情報提供施設 
視聴覚障害者情報センター  － 昭和29.7.1 220-5896 

 

イ 社会福祉法人・その他               （令和６．４．１現在） 

施 設 の 種 類 総数 経 営 主 体 職員数 定 員 

保 育 所 114 社 会 福 祉 法 人 等 2,975人 8,752人 

児 童 養 護 施 設 ５ 社 会 福 祉 法 人 147 281 

母 子 生 活 支 援 施 設 ４ 社 会 福 祉 法 人 64 80世帯 

乳 児 院 ２ 社 会 福 祉 法 人 48 45人 

助 産 施 設 ２ 公 益 社 団 法 人 等 65 29 

障 害 児 入 所 施 設 ４ 社 会 福 祉 法 人 － － 

児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー 16 社 会 福 祉 法 人 等  － 

障 害 者 支 援 施 設 18 社 会 福 祉 法 人 － 637 

養 護 老 人 ホ ー ム 2 社 会 福 祉 法 人 28 110 

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム  56 社 会 福 祉 法 人 2,544 3,117 

軽 費 老 人 ホ ー ム 15 社 会 福 祉 法 人 等 150 508 

女 性 自 立 支 援 施 設 １ 社 会 福 祉 法 人 16 30 

母 子 福 祉 セ ン タ ー １ 社 会 福 祉 法 人 4 － 

児 童 心 理 治 療 施 設 １ 社 会 福 祉 法 人 32 50 

救 護 施 設 １ 社 会 福 祉 法 人 17 50 

(22) 社会福祉法人等の指導監査等  

目  的  社会福祉法人及び社会福祉施設等の適正な運営を図るため，関係法令，

通知による指導事項について指導監査等を行うとともに，必要な助言，

指導を行う。 

令和６年度指導監査等対象数   社会福祉法人 120 

社会福祉施設 570 

介護保険施設等 1,192 

障害福祉サービス事業等 1,467 

有料老人ホーム 206 
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(23) 社会福祉施設避難確保計画運用支援事業（市単独事業 令和５年度から実施）  

目  的  災害時において，洪水浸水想定区域等に立地する高齢者福祉施設や障

害者福祉施設等（要配慮者利用施設）の利用者が迅速に避難できるよ

う，施設等が作成する避難確保計画の運用支援を行う。  

事業内容  ① 避難確保計画の精査及び検証 

② 防災知識の普及啓発 

③ 避難の実効性を高めるための助言及び支援  

予 算 額  令和６年度 4,004千円 

３ 介護保険 

(1) 介護保険制度（国の制度 平成12年４月から実施） 

目  的  介護保険は，自己責任の原則と社会的連帯の精神のもと，介護を要す

る状態になっても，できる限り自立した生活を営めるように，真に必

要な介護サービスを総合的・一体的に提供する制度である。  

対 象 者 ① 第１号被保険者…65歳以上の者 

② 第２号被保険者…40歳以上65歳未満で医療保険に加入している者 

保険給付の内容 

① 居宅（介護予防）サービス等  

訪問介護，（介護予防）訪問入浴介護，（介護予防）訪問看護，（介護

予防）訪問リハビリテーション，（介護予防）居宅療養管理指導，通所

介護，（介護予防）通所リハビリテーション，（介護予防）短期入所生

活介護，（介護予防）短期入所療養介護，（介護予防）特定施設入居者

生活介護，（介護予防）福祉用具貸与，（介護予防）福祉用具購入費の

支給，（介護予防）住宅改修費の支給，介護予防支援，居宅介護支援  

② 施設サービス 

介護老人福祉施設，介護老人保健施設，介護医療院  

③ 地域密着型（介護予防）サービス  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護，夜間対応型訪問介護，地域密

着型通所介護，（介護予防）認知症対応型通所介護，（介護予防）小規

模多機能型居宅介護，（介護予防）認知症対応型共同生活介護，地域密

着型特定施設入居者生活介護，地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護，看護小規模多機能型居宅介護  

④ サービス費の支給 

高額介護（予防）サービス費，高額医療合算介護（予防）サービス

費，特定入所者介護（予防）サービス費  
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保 険 料 ① 第１号被保険者 

所得段階 対  象  者 令和６年度保険料（年額） 

第１段階 

本人が生活保護受給者，中国残留邦人等支援給付受

給者の人 

世帯全員が市町村民税非課税で，老齢福祉年金受給

者又は本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計

から年金収入に係る所得を控除した額が80万円以下

の人 

基準額×0.285 21,400円 

第２段階 

世帯全員が市町村民税非課税で，本人の課税年金収

入額と合計所得金額の合計から年金収入に係る所得

を控除した額が120万円以下で，第１段階対象者以外

の人 

基準額×0.486 36,500円 

第３段階 
世帯全員が市町村民税非課税で，第１段階及び第２

段階の対象者以外の人 
基準額×0.685 51,400円 

第４段階 

世帯内に市町村民税課税の人がいるが，本人は市町
村民税非課税で，課税年金収入額と合計所得金額の
合計から年金収入に係る所得を控除した額が80万円
以下の人 

基準額×0.9 67,500円 

第５段階 
世帯内に市町村民税課税の人がいるが，本人は市町

村民税非課税で，第４段階対象者以外の人 
基準額 74,900円 

第６段階 
本人が市町村民税課税で， 

合計所得金額が125万円未満の人 
基準額×1.2 89,900円 

第７段階 
本人が市町村民税課税で， 

合計所得金額が125万円以上210万円未満の人 
基準額×1.3 97,400円 

第８段階 
本人が市町村民税課税で， 

合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 
基準額×1.5 112,400円 

第９段階 
本人が市町村民税課税で， 

合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 
基準額×1.7 127,400円 

第10段階 
本人が市町村民税課税で， 

合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 
基準額×1.9 142,400円 

第11段階 
本人が市町村民税課税で， 

合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 
基準額×2.0 149,800円 

第12段階 
本人が市町村民税課税で， 

合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 
基準額×2.1 157,300円 

第13段階 
本人が市町村民税課税で， 

合計所得金額が720万円以上800万円未満の人 
基準額×2.2 164,800円 

第14段階 
本人が市町村民税課税で， 

合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の人 
基準額×2.3 172,300円 

第15段階 
本人が市町村民税課税で， 

合計所得金額が1,000万円以上の人 
基準額×2.4 179,800円 

合計所得金額については，地方税法に規定される合計所得金額から租税特別措置法に

規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額となります。 

② 第２号被保険者 

加入している医療保険ごとに定められた算定方法による。  

地域支援事業 

要支援者等を対象に，自立支援と介護予防を推進する，介護予防・日常生活支援総

合事業を実施するとともに，地域の高齢者に対する総合相談支援・権利擁護等を行う

包括的支援事業，さらには地域の実情に応じた必要な支援等を行う任意事業を実施す

る。 
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（ア）介護予防・日常生活支援総合事業  

事業の種類 事  業  の  内  容 
令和６年度 

予算額(千円) 
所管課 

介護予防・生活支援サ

ービス事業（訪問型・

通所型サービス他） 

要支援者等を対象に多様なニーズに対応したサ

ービスを提供し，高齢者の自立支援と介護予防を

推進する。 

1,492,313 長寿あんしん課 

短期集中運動型サービ

ス検討事業 

要支援者等の自立支援や重度化防止を目的とす

るリハビリテーション提供体制の充実や社会参

加の促進を図るため，短期集中運動型サービスの

実施に向けた具体的な検討を行う。 

2,843 長寿あんしん課 

シニア世代のヘルスプ

ロモーション事業 

65歳以上の高齢者を対象に，介護予防，生活習慣

病予防等，健康に対する正しい知識の普及を図る

ため，集団教育や個別の健康相談を行う。 

5,370 保健予防課 

高齢者のしおり作成事

業 

介護予防についての知識，保健福祉サービスに関

する施策及び介護予防のポイントなどを掲載し

た冊子を作成する。（隔年作成） 

0 長寿支援課 

お達者クラブ運営支援

事業 

地域の身近な公民館等で地域ボランティア等の

協力を得て，体操や健康講座，創作活動，認知症

予防などの介護予防活動を行う。 

28,571 保健予防課 

健康づくり推進員支援

事業 

お達者クラブの運営等を行うボランティアであ

る健康づくり推進員の養成及び健康づくり推進

員協議会の支援を行う。 

2,663 保健予防課 

高齢者料理教室支援事

業 

高齢者が低栄養状態に陥ることの予防を図るた

め，食生活改善推進員が実施する高齢者を対象と

する料理教室を支援する。 

1,523 保健予防課 

心をつなぐともしびグ

ループ活動推進事業 

地域において，声かけ活動等を行うボランティア

グループを「ともしびグループ」として登録し，

地域で支えあう地域福祉を推進する。 

837 長寿支援課 

高齢者いきいきポイン

ト推進事業 

高齢者が行う市社会福祉協議会で募集，管理する

ボランティア活動や障害福祉サービス事業所等

でのボランティア活動や健康診査の受診に対し

て換金等が可能なポイントを付与することで，高

齢者の生きがいづくりや介護予防を推進する。 

7,877 長寿あんしん課 

よかよか元気クラブ活

動支援事業 

誰もが参加できる介護予防活動の地域展開を目

指し，鹿児島よかよか体操やらくらく体操を中心

とした住民主体の活動を推進する。 

1,664 保健予防課 

地域リハビリテーショ

ン活動支援事業 

理学療法士等のリハビリテーション専門職が，住

民主体の通いの場等における集団及び個別指導

を実施するなど，介護予防の取組を支援する。 

10,046 保健予防課 

一般介護予防（口腔・

栄養・運動）複合教室

事業 

高齢期の疾病予防・介護予防等を推進するため，

口腔機能向上・栄養改善・運動器機能向上を一体

化した複合型教室を実施する。 

680 保健予防課 

ＩＣＴを活用した地域

介護予防活動支援事業 

効果的な介護予防活動の推進を図るため，タブレ

ット端末を導入し，住民主体の通いの場等で質問

票の入力や体力測定等を実施する。 

 

1,863 

 

保健予防課 
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（イ）包括的支援事業 

事業の種類 事  業  の  内  容 
令和６年度 

予算額(千円) 
所管課 

地域包括支援センター

運営事業 

地域包括支援センターの職員を増員し，高齢者の

介護予防や自立支援のための総合相談支援等を

行うとともに，地域共生社会の実現に向けて，障

害分野や児童分野など他分野との連携を図る。 

688,106 長寿あんしん課 

地域ケア会議推進事業 

地域包括ケアシステムの深化・推進を図るため，

高齢者個人の支援の充実とともに地域課題の把

握や課題解決に必要な資源開発や地域づくりを

推進する地域ケア会議を開催する。 

1,625 長寿あんしん課 

在宅医療と介護の連携

推進事業 

地域包括ケアシステムを構築するため，在宅医

療・介護の連携推進協議会の開催等により，本市

における在宅での医療と介護の連携を推進する。 

11,195 長寿あんしん課 

生活支援体制整備事業 

地域包括支援センターに配置する生活支援コー

ディネーターを増員し，生活支援の担い手の養成

や地域のニーズと地域資源のマッチングの強化

など，地域の多様な関係者等による支援体制の充

実を図る。 

38,357 長寿あんしん課 

認知症初期集中支援推

進事業 

認知症の人が住み慣れた地域で生活を継続する

ことができるよう，認知症の人やその家族に早期

に関わる「認知症初期集中支援チーム」を地域包

括支援センターに配置し，早期診断・対応に向け

た支援を行う。 

4,655 認知症支援室 

認知症施策推進事業 

認知症の人が住み慣れた地域で生活を継続する

ことができるよう，国の「認知症施策推進大綱」

に基づく各種取組を実施する。 

18,071 認知症支援室 

チームオレンジ設置運

営支援事業 

認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく

暮らすことができるように，認知症の方とサポー

ター等が一体となって，地域の活動拠点等での交

流や見守り支援などを行うボランティア団体を

「チームオレンジ」と認定し,運営を支援する。 

12,639 認知症支援室 

クイズで分かる認知症

特設ページ 

認知症に関するクイズや気になる症状の選択等

を通じて，適切な相談先の案内や支援事業の申請

等に対応する特設ページ（かごしま市認知症おう

えんナビ）を市ホームページ内に作成し，認知症

の予防や早期発見等につなげる。 

819 認知症支援室 

（ウ）任意事業 

事業の種類 事  業  の  内  容 
令和６年度 

予算額(千円) 
所管課 

介護給付適正化事業 

利用者に適切なサービスを提供できる環境整備

を図るために，①ケアプランチェック，②講演会

の開催等を行う。 

8,671 介護保険課 

家族介護講習会等開催

事業 

介護を行っている者等を対象に，家族介護講習会

や家族介護交流会を実施する。 
1,157 長寿支援課 

家族介護慰労金支給事

業 

家族介護を継続して支援するため，介護慰労金を

支給する。 
1,100 長寿支援課 

高齢者見守り支援事業 

在宅の認知症高齢者やその疑いのある人が，行方

不明になるのを防ぐために，位置情報サービス等

を利用する家族に対して，加入経費の一部を助成

する。 

100 認知症支援室 
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事業の種類 事  業  の  内  容 
令和６年度 

予算額(千円) 
所管課 

成年後見制度利用支援

事業 

身寄りのない認知症高齢者等のため，審判の申立

てのほか，後見人等報酬の助成を行う。 
24,475 認知症支援室 

住宅改修支援事業 
住宅改修費の申請書に添付する理由書の作成業

務について支援を行う。 
400 介護保険課 

高齢者住宅生活援助員

派遣事業 

市営住宅及び県営住宅のシルバーハウジングに，

社会福祉法人から生活援助員を派遣し，入居者の

在宅生活を支援する。 

18,690 長寿支援課 

介護サービス相談員派

遣事業 

介護サービス相談員が介護サービスの提供の場

を訪問し，サービス利用者，家族等の話を聞き，

利用者等の疑問や不満，不安等の解消を図り，介

護サービスの質的な向上を図る。 

3,912 介護保険課 

認知症オレンジサポー

ター養成事業 

認知症の人や家族を支援するため，認知症サポー

ター及び認知症等見守りメイトを養成するとと

もに，認知症介護教室を実施する。 

3,337 認知症支援室 

認知症あんしんサポー

ト事業 

認知症などにより行方不明となった高齢者等の

早期発見のため，市LINE公式アカウントを活用し

て，情報を配信する。 

118 認知症支援室 

予 算 額  令和６年度 57,398,700千円（特別会計） 

769,101千円（一般会計※） 

※  重層的支援体制整備事業 

(2) 低所得者対策 

① 訪問介護等利用者負担助成事業  

・障害者利用者支援措置（県の補助事業 平成12年４月から実施） 

障害者施策によるホームヘルプサービスを境界層該当として負担額のなかった

者が，介護保険の訪問介護等を利用した場合，利用者負担額を全額免除する。  

・訪問介護等利用者負担助成（市単独事業  平成13年４月から実施） 

国の経過措置対象者として認定されていた者，市の経過措置対象者として認定

されていた者及び65歳到達前に市の障害福祉サービスを利用していた者等が介護

保険の訪問介護等を利用した場合，利用者負担額を助成する。  

予 算 額  令和６年度 4,540千円 

② 低所得者利用者負担助成事業  

・社会福祉法人等による軽減に対する補助  

（県の補助事業 平成24年４月から実施） 

社会福祉法人等が市の認定した低所得者に対して訪問介護，通所介護，（介護予

防）短期入所生活介護，定期巡回・随時対応型訪問介護看護，夜間対応型訪問介

護，地域密着型通所介護，（介護予防）認知症対応型通所介護，（介護予防）小規

模多機能型居宅介護，地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護，看護小規模

多機能型居宅介護，介護福祉施設サービス，第一号訪問事業のうち介護予防訪問

介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

の利用者負担額を軽減した場合，その社会福祉法人等に対して補助を行う。  

対 象 者  市町村民税非課税世帯であり，年間収入が単身世帯で 150万円以下

である者等，一定の要件を満たす生活が困難である者  

・訪問サービス等利用者負担助成（市単独事業  平成15年７月から実施） 

市の認定した低所得者が，訪問入浴介護，訪問看護，訪問リハビリテーション，
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居宅療養管理指導，通所リハビリテーション，短期入所療養介護及び福祉用具貸

与のサービス（以上，介護予防を含む。）を利用した場合，利用者負担額を助成す

る。 

対 象 者  市町村民税非課税世帯であり，年間収入が単身世帯で 150万円以下

である者等，一定の要件を満たす生活が困難である者（生活保護受

給者を除く） 

・中山間地域等における利用者負担額軽減に対する補助  

（県の補助事業 平成21年４月から実施） 

中山間地域等の小規模事業所加算対象事業所（社会福祉法人等）が，市の認定

した低所得者に対して，訪問介護サービスの利用者負担額を軽減した場合，その

社会福祉法人等に対して補助を行う。  

対 象 者  市町村民税非課税者（生活保護受給者を除く）  

予 算 額  令和６年度 6,503千円 

③ 介護保険料低所得者対策事業（市単独事業  平成15年４月から実施） 

事業内容  生計困難者に対し，申請により介護保険料を第１段階相当額に減額す

る。 

対  象 者   介護保険料の所得段階が第２段階から第５段階に該当する者で生活

保護基準以下の者 

(3) 鹿児島市介護保険事業計画  

「鹿児島市介護保険事業計画」は，本市の介護保険事業に係る保険給付の円滑な実

施に関する計画であり，令和６年２月に令和６年度から令和８年度までの第９期計画

を策定した。また，「高齢者保健福祉計画」と共通する事項が多く，調和を保つ必要が

あることから，「鹿児島市高齢者保健福祉・介護保険事業計画」として一体的に策定し

ている。 

(4) 介護施設ボランティアポイント事業（一部県補助事業 令和４年４月から実施） 

目  的  市民の介護分野への関心や地域全体で高齢者を支える意識を高める。 

事業内容  介護保険施設等でのボランティア活動に対し，換金等が可能なポイン

トを付与する。 

予 算 額  令和６年度 200千円 

４ 高齢者福祉 

(1) 敬老パス交付事業（市単独事業 昭和42年９月から実施） 

目  的  高齢者に敬老の意を表するとともに，生きがいに満ちた日々を過ごし

ていただくよう，本市域内の市電・バス，桜島フェリー及び「あいばす」

の全区間を正規運賃の３分の１（10円未満切り捨て）の自己負担で利用

できる敬老パスを交付する。  

対 象 者  本市に居住し，住民登録を有する70歳以上の者 

交付実績  令和５年度 115,065人 

予 算 額  令和６年度 371,035千円 
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(2) 敬老祝事業（市単独事業 平成29年度に見直し） 

目  的  永年にわたり，社会に貢献してきた高齢者を祝福し，敬老の意を表す

るとともに，さらなる長寿を祈念して祝金等を支給する。  

敬老祝金対象者    ９月30日現在において満88歳であって，９月１日現在にお

いて本市に居住し，住民登録を有する者。  

満100歳の誕生日に本市に居住し，１年以上住民登録を有す

る者。 

長寿者祝金対象者   ９月１日現在において，本市に居住し，１年以上住民登録

を有する者で，満 100歳を超える男性及び女性それぞれの最

高齢者。 

支給状況  令和５年度 88歳 3,346人 100歳及び男女最高齢者 246人 

支 給 額  88歳 20千円  100歳 50千円 

男女最高齢者 100千円 

予 算 額  令和６年度 92,265千円 

(3) 高齢者福祉バス運行事業（市単独事業 昭和60年８月から実施） 

目  的  高齢者の教養の向上及び健康増進のため高齢者福祉バスを運行する。 

対 象 者  単位高齢者クラブ及び60歳以上の高齢者20人以上（定員45人の場合）

または10人以上（定員27人または24人の場合）を含む団体  

（定員45人：１台 定員27人：１台 定員24人：１台） 

利 用 料  無料 

実  績  令和５年度 運行回数 683回 利用人員 12,930人 

予 算 額  令和６年度 35,400千円 

(4) 愛のふれあい会食事業（市単独事業 平成３年度から実施） 

目  的  高齢者とボランティアとの会食を通じ，孤独感の解消，生きがいづく

りの促進を図る。 

対 象 者  65歳以上の家に閉じこもりがちな高齢者等  

実  績  令和５年度 361団体 98,406食 

利 用 料  １食200円 

予 算 額  令和６年度 55,344千円 

(5) すこやか長寿まつり開催事業（市単独事業 平成24年度から実施） 

目   的   高齢者の社会参加や生きがいづくり・健康づくりを促進するスポー

ツ・文化のイベントとして「すこやか長寿まつり」を開催する。  

実施事業 ○ねんりんステージ  （高齢者の演奏・舞踊の発表会や，著名人を招

いた催し） 

○グラウンド・ゴルフ大会  

○ソフトテニス大会 

○高齢者作品展 

予 算 額  令和６年度 3,717千円 

(6) 福祉読本作成事業（市単独事業 昭和63年度から実施） 

目  的  21世紀を支える世代となる小学校児童に，高齢者及び障害者のおかれ
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た状況・課題等について正しい理解と認識を深めてもらう。  

作成部数  令和５年度 小学校高学年用 500部，ＣＤ100枚 

予 算 額  令和６年度 461千円 

(7) 老人クラブ補助金交付事業（国の補助事業 昭和37年度から実施） 

目  的  高齢者クラブの健全な育成を図るとともに，老後の生活を明るく豊か

なものにするため，単位高齢者クラブ及び市高齢者クラブ連合会に対し，

助成を行う。 

結成状況  令和５年度 316の高齢者クラブ（会員 15,160人） 

運営補助  １クラブあたり年額（会員数別） 

50人未満のクラブ   56,400円 

50人から99人のクラブ 66,000円 

100人以上のクラブ   78,000円 

予 算 額  令和６年度 19,674千円（単位高齢者クラブ運営補助） 

10,588千円（市高齢者クラブ連合会補助）  

(8) 高齢者ゲートボール場等管理事業（市単独事業 平成15年度に３事業統合） 

目  的  高齢者の健康保持と仲間づくり，地域社会での連帯意識の高揚を図る

ために設置しているゲートボール場，レジャー農園，グラウンド・ゴル

フ場を管理する。 

設置基準 ・設置場所は地理的・地形的に安全な土地であること。  

・５年以上無償で使用できること。  

・ゲートボール場おおむね374㎡以上，グラウンド・ゴルフ場おおむね  

2,400㎡以上，レジャー農園おおむね165㎡以上。 

設置場所 ・ゲートボール場 

市有地４カ所，民有地10カ所，計14カ所 

・グラウンド・ゴルフ場 

国有地１カ所，市有地１カ所，民有地７カ所，計９カ所 

・レジャー農園 

市有地６カ所，民有地５カ所，計11カ所 

予 算 額  令和６年度 1,263千円 

(9) すこやか入浴事業（市単独事業 平成６年度から実施） 

目  的  高齢者に敬老の意を表するとともに，健康増進と生きがいづくりの促

進のため，鹿児島市域の公衆浴場等を100円の自己負担で利用できるすこ

やか入浴機能付きの敬老パスを交付する。  

対 象 者  本市に居住し，住民登録を有する70歳以上の者 

利用回数  １人年30回以内 

利用実績  539,160回（延回数） 

交付実績  令和５年度 122,901人 

予 算 額  令和６年度 183,673千円 

(10) 高齢者すこやか温泉講座開催事業（市単独事業 令和元年度から実施） 

目  的  市内の公衆浴場において，温泉に関する講座及び健康講座を開催する



 

- 190 - 

とともに，入浴の機会を提供し，温泉がもたらす健康の効果を実感して

もらうことにより，高齢者の外出を促し，生きがいづくり・健康づくり

の促進を図る。 

予 算 額  令和６年度 537千円 

(11) 地域ふれあい交流助成事業（市単独事業 平成10年度から実施） 

目  的  高齢者の生きがいづくりを促進し，小中学生及び園児の高齢社会への

理解を促すため，地域における高齢者（65歳以上の方）と小中学生及び

幼稚園等において園児との交流を深める事業を実施する団体（町内会，

高齢者クラブ，あいご会等）に対して事業に要する費用の助成を行う。  

事業内容  最初に交付を受けた年度から３か年度までは１事業４万円を，４か年

度以降は１事業３万円を限度額として補助。（同一事業は３回まで）  

実  績  令和５年度 69事業 

予 算 額  令和６年度 2,580千円 

(12) 高齢者福祉センター等管理運営事業（市単独事業 平成７年度から実施）  

目  的  高齢者相互のふれあいと交流を図り，生きがいと健康づくりを支援す

る高齢者福祉センター等のうち，高齢者福祉センターの管理を指定管理

者として社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会に，喜入老人憩の家の管

理を株式会社南和産業に，すこやかランド石坂の里の管理を公益社団法

人鹿児島市シルバー人材センターに行わせる。  

 

名    称 開館時間 休館日 

鹿児島市高齢者福祉センター与次郎  

午前９時から午後５時 

(1) 月曜日 

(2) 祝日 

(3) 12月29日から 

翌年の１月３日 

まで 

鹿児島市高齢者福祉センター谷山  

鹿児島市高齢者福祉センター吉野  

鹿児島市高齢者福祉センター桜島  

鹿児島市高齢者福祉センター郡山  

鹿児島市高齢者福祉センター伊敷  

鹿児島市喜入老人憩の家 

鹿児島市すこやかランド石坂の里  

鹿児島市高齢者福祉センター東桜島  午前10時から午後８時 

○使 用 料  無料（ただし浴室は１人１回につき100円） 

○利用対象者 本市に居住する65歳以上の者（ただし，東桜島は60歳以上の者）

本市の高齢者クラブ等 

本市に居住する者で組織する団体（ただし，高齢者福祉センター  

東桜島，桜島，郡山，喜入老人憩の家，すこやかランド石坂の里  

の一部の施設の利用に限る）  

所 在 地 

・高齢者福祉センター与次郎   ・高齢者福祉センター谷山  

与次郎一丁目10番６号     西谷山一丁目１番７号 

・高齢者福祉センター吉野   ・高齢者福祉センター桜島  

吉野町3275番地３       桜島横山町1722番地17 

・高齢者福祉センター郡山   ・高齢者福祉センター伊敷  
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郡山町176番地        下伊敷一丁目10番３号 

・喜入老人憩の家       ・すこやかランド石坂の里  

喜入中名町1000番地22     石谷町1317番地 

・高齢者福祉センター東桜島  

東桜島町720番地 

予 算 額  令和６年度 378,999千円 

(13) 高齢者生きがい支援広報強化事業（市単独事業 令和２年度から実施） 

目  的  高齢者の生きがい支援施策を集約したパンフレットを作成し，各施策

のさらなる利用促進を図る。（隔年作成）  

予 算 額  令和６年度 1,602千円 

(14) 高齢者福祉相談員設置事業（市単独事業 昭和47年度から実施） 

目   的   ひとり暮らし高齢者等安心通報システム利用者等に対する電話によ

る健康状態の確認や各種相談業務等を行い，高齢者の福祉の増進を図る。 

相 談 員  ２人 

実  績  令和５年度相談件数 23,741件 

予 算 額  令和６年度 7,019千円 

(15) 高齢者福祉電話設置事業（市単独事業 昭和51年１月から実施） 

目  的  ひとり暮らしの高齢者等に対し福祉電話を設置し，孤独感を和らげる

とともに安否確認を行い，生命の安全を図る。  

対 象 者  おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等で，生命の安全の確保が懸

念され，定期的な安否確認が必要な者  ※住民税非課税世帯であり，現

に電話が設置されていない世帯  

設置状況  令和５年度末 稼働台数76台 

予 算 額  令和６年度 1,702千円 

(16) 虚弱高齢者等福祉用具給付事業（市単独事業 平成12年度から実施） 

目  的  虚弱なひとり暮らしの高齢者等に対して，寝たきり予防等を図るため

介護保険給付対象外の福祉用具を給付する。  

給付品目  ・手押し車 ・電磁調理器 ・吸引器 

対 象 者  65歳以上の虚弱なひとり暮らし高齢者等  

(1) 手押し車は，下肢の不自由な者  

(2) 電磁調理器は，初期の認知症などにより，防火等の配慮が必要な者 

(3) 吸引器は，要介護３以上で必要と認められる者  

費用負担  生計中心者の市町村民税所得割額に応じた負担（無料～５割）  

実  績  令和５年度 手押し車702台 電磁調理器40台 吸引器110台 

予 算 額  令和６年度 8,284千円 

(17) 寝たきり高齢者等寝具洗濯サービス事業（市単独事業 昭和52年度から実施） 

目  的  寝たきり高齢者等の保健衛生の向上及び福祉の増進を図る。  

対 象 者  在宅の65歳以上，要介護認定において要介護３以上と判定された者  

実施回数  １人年間３回以内（申請時期により異なる）  



 

- 192 - 

実  績  令和５年度 延772人 

予 算 額  令和６年度 3,028千円 

(18) 寝たきり高齢者等理髪・美容サービス事業（市単独事業 平成６年度から実施） 

目  的  寝たきり高齢者等の保健衛生の向上及び福祉の増進を図る。  

対 象 者  在宅の65歳以上，要介護認定において要介護３以上と判定された者  

実施回数  １人年間３回以内（申請時期により異なる）  

実  績  令和５年度 延2,675人 

予 算 額  令和６年度 9,000千円 

(19) 紙おむつ等助成事業（市単独事業 平成12年度から実施） 

目  的  紙おむつ等を使用している高齢者に対し，現物支給又は費用の一部を

助成することにより，高齢者の福祉及び衛生の向上を図るとともに，経

済的負担の軽減を図る。 

対  象 者   在宅又は病院で紙おむつ等を使用している 65歳以上の高齢者で住民

税非課税世帯の者（介護保険施設利用者，生活保護受給者は除く）  

助成内容 ＜在宅＞○要介護４・５の者  

年額10万円相当の紙おむつ等支給  

○その他の者 

年額５万円相当の紙おむつ等支給  

＜入院＞ 月額４千円を限度とする現金助成  

実  績  令和５年度 決定者数 11,680人（現物支給：8,971人，現金支給：2,709人） 

予 算 額  令和６年度 460,655千円 

(20) 寝たきり高齢者等訪問歯科診療推進補助事業（市単独事業  平成８年度から実施） 

目  的  歯科診療が必要な寝たきりの高齢者等の歯科診療を推進するため，市

歯科医師会が訪問診療を行うのに必要な機材購入費及び運営費等に補助

を行う。 

実  績  令和５年度 申込み件数196件 訪問回数895回 

予 算 額  令和６年度 2,354千円 

(21) 老人介護手当支給事業（市単独事業 昭和61年度から実施） 

目   的   在宅の寝たきり高齢者又は重度認知症高齢者を介護する者に介護手

当を支給し，介護者の労をねぎらうとともに，寝たきり高齢者等の福祉

の増進を図る。 

対 象 者  本市に１年以上住所を有する者で，寝たきり高齢者又は重度認知症高

齢者を現に扶養し，同居又はこれに準ずる状態で６か月以上介護してい

る者 

① 寝たきり高齢者  65歳以上の者で，在宅において６か月以上常時

他の者の介護を必要とする者（要介護認定におい

て要介護３以上） 

② 重度認知症高齢者 65歳以上の者で，認知症状により在宅において

６か月以上常時他の者の介護を必要とする者（要

介護認定において要介護３以上）  
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①・②ともに本市に１年以上住所を有する者であること及び在宅でな

い期間が31日を超えないこと。 

資格認定日 毎年度８月１日及び２月１日  

手当の額  １人年額 90,000円 

45,000円（国の特別障害者手当又は経過的福祉手当の受給者） 

実  績  令和５年度 寝たきり高齢者等1,680人 

国の手当受給者  143人 

予 算 額  令和６年度 164,582千円 

(22) ひとり暮らし高齢者等安心通報システム設置事業（市単独事業 平成25年度か

ら実施） 

目  的  ひとり暮らし高齢者等の世帯で，急病などの緊急時にボタンを押した

ときや見守りセンサーが異常を感知したときに，警備員が駆けつける通

報システムを設置する。 

対 象 者 ① 65歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯で，世帯全員

が病弱なため，日常生活を営むうえで常時注意を要する世帯  

② 65歳以上の高齢者のみの世帯で，同居する１人が重度の要介護状態

にある世帯 

③ 80歳以上のひとり暮らし高齢者世帯  

実  績  令和５年度末 稼動台数 1,468台 

予 算 額  令和６年度 93,222千円 

(23) 心をつなぐ訪問給食事業（市単独事業 平成５年度から実施） 

目   的   ひとり暮らしの高齢者等に計画的に配食を提供し安否確認を行うこ

とにより，高齢者の健康で自立した生活の支援及び孤独感の解消を図る

とともに，配食に従事する者とのふれあいを通じて，自立意欲を促進す

る。 

対 象 者  定期的に安否確認を必要とする 65歳以上のひとり暮らしの高齢者で，

食生活の手助けを必要とする者。（高齢者のみの世帯で，世帯全員が要支

援以上の世帯などを含む）  

配食回数  要支援２以上  昼食 週６回以内 

夕食 週６回（昼食を６回受ける者等）  

要支援１以下  昼食 週３回以内 

利 用 料  昼・夕食とも１食 400円（住民税非課税世帯に属する者及び生活保護

受給者は１食200円） 

実  績  令和５年度 利用者 2,240人 延 429,148食 

予 算 額  令和６年度 281,364千円 

(24) 高齢者住宅改造費助成事業（市単独事業 平成９年度から実施）  

目  的  在宅の高齢者がいる世帯に対し，住宅改造に必要な経費を助成し，高

齢者の自立促進，寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図る。  

助成条件 ① 対 象 者  要介護認定で要支援以上と認定された者又はその同居  

者で，同居者全員の前年課税所得の合計額が 330万円以

下であり，納付すべき市税の滞納がない世帯  
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② 対象工事  既存の居室，浴室，台所，廊下等の設備構造等を高齢  

者等に適応するように改造するための工事（※新築・増

築は対象外） 

③ 助 成 額  対象経費の２分の１（限度額50万円） 

実  績  令和５年度 96件 

予 算 額  令和６年度 33,498千円 

(25) 成年後見制度利用促進事業（市単独事業 （一部国補助あり）平成30年度から実

施） 

目  的  認知症や知的・精神障害などにより成年後見人等による支援が必要な

方を適切に成年後見制度の利用につなげるため，成年後見センターを設

置・運営し，制度の利用促進を図る。  

予 算 額  令和６年度 31,686千円 

(26) 高齢者短期入所事業（市単独事業 平成12年度から実施） 

目   的   被虐待高齢者や認知症等による徘徊高齢者等を一時的に養護老人ホ

ーム等に入所させて保護する。  

対 象 者  本市に住所を有し，要介護認定又は要支援認定を受けていない概ね 65

歳以上の者で，虐待を受け又は受けている疑いがあり養護者と分離する

必要がある者 等 

利用期間  原則７日以内 

費用負担  施設利用料，食費，その他実費  

予 算 額  令和６年度 206千円 

(27) 高齢者虐待防止ネットワーク推進事業（市単独事業 平成20年度から実施） 

目  的  地域包括支援センター，民生委員等の関係機関で構成する高齢者虐待

防止ネットワーク協議会を中心に，高齢者虐待の防止や早期発見に努め，

高齢者や養護者への支援を行うとともに，関係機関の連携体制の強化を

図る。 

事業内容 ① 高齢者虐待防止ネットワーク協議会の運営  

② 高齢者虐待対応 

③ 高齢者虐待対応研修会の開催  

予 算 額  令和６年度 231千円 

(28) 軽費老人ホーム谷山荘（Ｂ型）（市単独事業 昭和51年度から実施） 

目  的  低額な料金で高齢者に居室を提供し，併せて日常生活上必要な便宜を

供与する。 

対 象 者 ① 本市に住所がある60歳以上の者 

② 家庭環境，住宅事情等の理由により，居宅において生活することが

困難な者 

③ 自炊ができる程度以上の健康状態にある者  

④ 収入が使用料の3.5倍以上ある者 

⑤ 所得税を課せられていない者  

※ 利用許可を受けた者とともに利用しようとする配偶者，三親等内の
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親族その他特別な事情によりホームを利用させることが必要と認め

られる者については①，④に該当しなくても利用できる。  

使 用 料  １人用居室 月額 11,000円  ２人用居室 月額 15,400円 

指定管理者 社会福祉法人 鹿児島市社会事業協会 

 

名   称 所 在 地 定 員 職員数 敷地面積 建物面積 設立年月日 

鹿児島市軽費 

老人ホーム谷山荘 

谷山中央１丁目 

5027－３ 
38人 ３人 1,830㎡ 1,510㎡ 昭51.４.１ 

予 算 額  令和６年度 20,252千円 

(29) 軽費老人ホーム（ケアハウス）事務費補助事業  

（市単独事業 平成８年度から実施） 

目  的  軽費老人ホームの運営費に係る事務費について補助を行い，家庭環境，

住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な高齢者の入

居を促進する。 

補助内容  事務費基準額から，入所者が収入に応じて負担する額を差し引いた額

について補助する。 

予 算 額  令和６年度 343,295千円 

(30) 高齢者福祉施設管理基金の設置（平成５年度から積立）  

目   的   本市の高齢者福祉施設の管理運営に要する経費に充てることを目的

として「高齢者福祉施設管理基金」を設置し，高齢者福祉の増進を図る。  

事業概要   基金運用から生じる利息を高齢者福祉センターの管理運営経費の財

源として充当する。 

基金総額  令和５年度末 4,924,523千円 

(31) 養護老人ホームへの入所措置（国の制度 昭和25年度から実施） 

目   的   原則 65歳以上の者で環境上の理由等により居宅において養護を受け

ることが困難な者を養護老人ホームに入所させることにより，心身の健

康保持及び生活の安定を図る。  

対 象 者   原則65歳以上の者で環境上及び経済的理由により居宅において養護

を受けることが困難な者 

入所施設  市内施設  ２施設  定員110人 

予 算 額  令和６年度 257,807千円 

(32) 後期高齢者医療制度（国の制度 平成20年度制度開始） 

対 象 者  75歳以上の者及び65歳から74歳で一定の障害のある者  

医療費の自己負担 １割，２割又は３割 

保 険 料  鹿児島県後期高齢者医療広域連合で決定し，保険料率は県内一律。  

保険料（年額）＝均等割額（59,900円）＋所得割額｛（総所得金額等－

基礎控除額）×所得割率（11.72％）｝ 

所得に応じて，均等割額の軽減措置がある。  

保険料の納め方 特別徴収（年金から控除）と普通徴収（金融機関の窓口等での納

付又は口座振替，納期は７月から翌年３月までの９期）  
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保健事業  後期高齢者医療制度の被保険者を対象とした長寿健診の実施  

そ  の 他   後期高齢者医療制度の被保険者を対象に，本市独自の事業としては

り・きゅう施設利用補助（施術１回につき 1,100円，年60回以内），人間

ドック及び脳ドックの利用補助を行う。  

予 算 額  令和６年度 10,794,400千円（特別会計） 

(33) 鹿児島市高齢者保健福祉計画  

「鹿児島市高齢者保健福祉計画」は，老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設によ

る事業の供給体制の確保に関する計画であり，令和６年２月に令和６年度から令和８

年度までの計画を策定した。また，「介護保険事業計画」と共通する事項が多く，調和

を保つ必要があることから，「鹿児島市高齢者保健福祉・介護保険事業計画」として一

体的に策定している。 

(34) 吉田福祉センター管理運営事業（市単独事業 平成16年11月から実施） 

目  的  地域住民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図るため，吉田福祉セン

ターの管理を平成18年４月から指定管理者として社会福祉法人鹿児島市

社会福祉協議会に行わせる。  

○開館時間  午前９時～午後５時 

○休 館 日  月曜日，祝日，12月29日から翌年の１月３日まで  

所 在 地  本城町1687番地２ 

予 算 額  令和６年度 17,228千円 

(35) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業（令和３年度から実施）  

目  的  高齢者の心身の多様な課題に対応し，きめ細かな支援を実施するため，

医療・介護・健診データ分析により，地域の健康課題の把握や支援対象

者の抽出を行うとともに，事業全体の企画・調整などを行う。  

事業内容 ① 事業の企画・調整等 

② ＫＤＢ等を活用した地域の健康課題の分析・対象者の把握  

③ 医療関係団体等との連絡調整  

予 算 額 令和６年度 2,410千円 

(36) 介護老人福祉施設等整備費補助事業（平成８年度から実施）  

目  的  計画的かつ質の高い施設の整備を推進し，施設入所者等の福祉の向上

を図るため，特別養護老人ホーム等の老人福祉施設を設置する社会福祉

法人等に対し，施設整備費の一部を補助する。  

予 算 額  令和６年度 32,904千円 

(37) 介護人材確保支援事業（市単独事業 令和６年度から実施） 

目  的  介護人材確保を支援するため，関係団体等と連携し，合同就職説明会

や介護職場の魅力発信等にモデル的に取り組む。  

事業内容  ① 合同就職説明会 

② 介護事業所経営力強化研修  

③ 「介護のお仕事」リーフレット作成  

④ インターンシップ等受入支援  
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予 算 額  令和６年度 2,410千円 

５ 障害者福祉 

(1) 身体障害者手帳の交付状況  

（令和６.４.１現在） 

交付者数 

（全人口約4.97％） 

障  害  別  人  員 

 18歳以上 18歳未満 

年
齢 

18歳以上 28,497人 

視 覚 障 害 1,936人 14人 

聴 覚 障 害 2,938人 79人 

内 部 障 害 9,174人 104人 

18歳未満 520人 

言語機能障害 241人 3人 

肢体不自由 14,208人 320人 

計 28,497人 520人 

(2) 友愛パス交付事業（市単独事業 昭和46年度から実施） 

目  的  障害者（児）が，市電，バス等を利用する場合に，無料で利用できる

パスカードを交付することにより，生活の利便性の向上及び社会参加の

促進を図る。 

対 象 者  本市に居住し，住民登録を有する６歳以上の障害者等で身体障害者手

帳（１級～４級）の交付を受けている者（ただし，４級については 65歳

以上），療育手帳の交付を受けている者，原爆被爆者諸手当の受給者及び

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者  

交付状況 

友愛パス 

交付者数 

年  度 令和３ 令和４ 令和５ 

身体障害者 9,672人 9,569人 9,570人 

原爆被爆者 95人 90人 84人 

知的障害者 3,636人 3,758人 3,979人 

精神障害者 6,124人 6,461人 6,868人 

予 算 額  令和６年度 364,689千円 

(3) 友愛タクシー券交付事業（市単独事業 平成４年度から実施） 

目  的  重度障害者（児）が，タクシーを利用する場合に，その運賃の一部を

補助することにより，生活の利便性の向上及び社会参加の促進を図る。  

対 象 者  本市に居住し，住民登録を有する者のうち，身体障害者手帳の交付を

受けている者で，障害の程度が視覚の１級または２級の者，下肢の１級

から４級までの者（ただし４級については65歳以上），体幹の１級から３

級までの者並びに内部障害の１級の者，療育手帳の交付を受けている者

で障害の程度がＡ１，Ａ２又はＡの者，精神障害者保健福祉手帳の交付

を受けている者で障害の程度が１級の者  

交付状況  9,359人（令和５年度） 

身体障害者 8,608人  知的障害者 685人  精神障害者 66人 

予 算 額  令和６年度 72,241千円 
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(4) ろうあ者福祉相談員設置事業（市単独事業 昭和43年10月７日から実施） 

目  的  市内に居住するろうあ者の各種行政手続，一般生活相談等に応じ，広

く便宜を供与し，福祉の向上を図る。  

対  象 者   ろうあ者及びろうあ者との問題で意思の疎通や理解を深める必要の

ある者 

相 談 員  １人 

相談件数  858件（令和５年度） 

予 算 額  令和６年度 3,401千円 

(5) 相談等業務委託事業（市単独事業 平成８年度から実施） 

目  的  身体障害者，知的障害者本人又はその保護者等からの相談に応じ，必

要な指導や助言等を行うことにより，障害者福祉の増進を図る。  

① 身体障害者相談員 

身体障害者のうちから適当と認められる者に対し，身体に障害のあ

る者の相談に応じる業務を委託して，身体障害者からの更生援護の相

談に応じ必要な指導を行う。  

相談員数 40人 

② 知的障害者相談員 

知的障害者の保護者である者のうちから適当と認められる者に対

し，知的障害者本人又は保護者等からの相談に応じる業務を委託して，

知的障害者の更生援護に関する必要な指導，助言を行う。  

相談員数 ９人 

予 算 額  令和６年度 1,201千円 

(6) 障害福祉サービス給付事業（国の制度 平成18年度から事業を一本化）  

目  的  障害者（児）に居宅介護，生活介護などの障害福祉サービス等を提供

する。 

事業内容  日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と，自立した生活に

必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」等があり，家庭などで利

用できる「訪問系サービス」，入所施設などで昼間に利用できる「日中活

動系サービス」，居住の場として利用できる「居住系サービス」等に分け

られる。 

① 訪問系サービス 

居宅介護（ホームヘルプ），重度訪問介護，同行援護，重度障害者等

包括支援，行動援護 

② 日中活動系サービス 

生活介護，療養介護，自立訓練（機能訓練・生活訓練），就労移行支

援，就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）  

③ 居住系サービス 

施設入所支援，共同生活援助（グループホーム）  

④ その他サービス 

短期入所（ショートステイ），就労定着支援，自立生活援助  

⑤ 地域相談支援給付（地域移行支援，地域定着支援）  

⑥ 計画相談支援給付（サービス等利用計画）  
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利用者負担 原則，所得に応じた４区分の上限月額（ただし，利用したサービス費

用の１割の方が低い場合は，１割）  

予 算 額  令和６年度 20,193,455千円 

(7) 障害福祉サービス利用者負担軽減事業（市単独事業 平成18年度から実施） 

目  的  市独自の利用者負担軽減を図り，利用を促進するため，利用者負担額

を２分の１とする。 

事業内容   障害福祉サービスの利用について，利用者負担額を２分の１とする。 

予 算 額  令和６年度 27,258千円 

(8) 障害児通所等支援事業（国の制度 平成18年度から実施 平成24年度から児童デ

イサービスが移行し，サービスを拡充して実施）  

目  的  障害児に対する療育として，児童発達支援や放課後等デイサービス等

を実施し，日常生活における基本的な動作の指導，生活能力の向上のた

めに必要な訓練等を行う。  

事業内容   在宅の障害児に対して，障害児通所支援事業所や保育所等において，

日常生活における基本動作の指導，集団生活への適応訓練及び生活能力

の向上のために必要な訓練等の支援を行うため，以下のサービス利用を

支援する。 

① 障害児通所支援 

児童発達支援，放課後等デイサービス，保育所等訪問支援，  

居宅訪問型児童発達支援 

② 障害児相談支援給付（障害児支援利用計画）  

利用者負担 原則，所得に応じた４区分の上限月額（ただし，利用したサービス費

用の１割の方が低い場合は１割）  

予 算 額  令和６年度 12,432,010千円 

(9) 障害児通所支援利用者負担軽減事業（市単独事業 平成19年度から実施） 

（※平成23年度までは「児童デイサービス利用者負担軽減事業」）  

目  的  市独自の利用者負担軽減を図り，利用を促進するため，利用者負担額

を無料とする。 

事業内容  障害児通所支援の利用について，利用者負担額を無料とする。  

予 算 額  令和６年度 249,716千円 

(10) 補装具費支給事業（国の制度 昭和25年度から実施） 

目  的  身体障害者（児）の失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うた

めの用具（補装具）を購入，修理するための費用を支給し，身体障害者

（児）の日常生活や社会生活の向上を図る。  

交付（修理）件数 

年 度 

種 別 
令和３ 令和４ 令和５ 

補 装 具 交 付 933 904 958 

補 装 具 修 理 496 527 505 

計 1,429 1,431 1,463 
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予 算 額  令和６年度 158,906千円 

(11) 障害児補装具費利用者負担軽減事業（市単独事業 平成19年度から実施） 

目  的  障害児の補装具費の支給について，利用者負担の軽減を図る。  

事業内容  障害児の補装具費の支給に際し，当該支給に係る利用者負担額を２分

の１とする。 

予 算 額  令和６年度 1,247千円 

(12) 難聴児補聴器購入助成事業（市単独事業 平成25年度から実施） 

目  的  補聴器の装用による言語の習得，コミュニケーション能力の発達及び

教育上必要な聴力の確保を図る。  

事業内容   18歳未満で身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児の補聴器購

入，修理に要する費用の一部を助成する。  

予 算 額  令和６年度 1,452千円 

(13) 日常生活用具給付事業（国の制度 昭和47年度から実施） 

目  的  在宅の重度障害者が日常生活を営む上での不便を解消するために，用

具を給付することにより，日常生活の利便を図り，福祉の増進に資する  

対 象 者  在宅の重度障害者（品目により障害種別・等級は異なる）  

給付件数 

年   度 令和３ 令和４ 令和５ 

件 数 12,734 12,616 12,680 

予 算 額  令和６年度 137,901千円 

(14) 社会参加促進事業（国の制度 一部単独事業） 

目  的  共生社会の実現に向けて，障害者の自立と社会参加の促進を図る。  

内  容 ① 手話講座の実施（昭和57年度から実施） 

市民を対象に各クラスごとに手話講座を実施  

（入門：75人，基礎：95人，手話通訳者養成：75人） 

② 手話通訳者の設置（昭和53年度から実施） 

本庁及び各支所に手話通訳者を設置  

③ 手話通訳者等派遣事業（平成14年度から実施） 

聴覚障害者及び音声機能又は言語機能に障害がある者に対し，申請

に応じて，手話通訳者及び要約筆記者を派遣することにより，障害者

の自立と社会参加の促進を図る。  

④ 自動車改造費助成（昭和53年度から実施） 

身体障害者が自ら使用する自動車の改造に要する経費を助成（限度

額 10万円：所得要件あり） 

⑤ 自動車運転免許取得費助成（平成10年度から実施） 

身体障害者が自動車運転免許を取得するための経費の一部を助成

（限度額 10万円） 

⑥ スポーツ大会の開催（昭和42年度から実施） 

身体障害者体育大会，知的障害者スポーツ大会  

⑦ １日レクリエーション（市単独事業 昭和47年度から実施） 
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⑧ レクリエーション教室開催（平成８年度から実施）  

⑨ ボランティア活動参加促進（平成８年度から実施）  

知的障害者が行うボランティア活動を支援  

⑩ 要約筆記講座の実施（平成26年度から実施） 

市民を対象に要約筆記講座を実施（20人） 

⑪ 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業（平成 26年度から実施） 

視覚機能と聴覚機能に障害を併せ持つ重度重複障害者に対し，申請

に応じて，盲ろう者向け通訳・介助員を派遣することにより，障害者

の自立と社会参加の促進を図る。  

⑫ 手話通訳者確保推進事業（令和６年度から実施）  

資格取得の難易度の高い手話通訳者を増やすため，講座を開催し，

ろう者の社会参加の促進を図る。  

⑬ 盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業（令和６年度から実施）  

盲ろう者向け通訳・介助員を養成し，盲ろう者の自立と社会参加の

促進を図る。 

予 算 額  令和６年度 59,222千円 

(15) 手話言語・障害者コミュニケーション条例推進事業（令和６年度から実施）  

目  的  障害者への理解促進の気運を醸成し，障害者の生活課題等の解消と，

意思疎通支援の充実による共生社会の実現を目指す。 

事業概要  手話言語・障害者コミュニケーション条例に基づき，その周知やそれ

ぞれの促進を図る取組を行う。 

予 算 額   令和６年度 2,682千円 

(16) 重度身体障害者ガソリン代等助成事業（市単独事業 平成８年度から実施） 

目  的  重度身体障害者で，自ら自動車を運転することにより社会参加が可能

で，かつ，低所得の方に対し自動車の燃料費の一部を助成することによ

り，社会参加を容易にし自立を促進する。  

助 成 額 ① ガソリン車 １リットル当たり40円 年180リットル以内 

② 軽油車   １リットル当たり18円 年180リットル以内 

助成人員  51人（令和５年度実績） 

予 算 額  令和６年度 378千円 

(17) ゆうあい福祉バス運行事業（平成９年度から実施 令和２年４月から地域生活

支援事業に移行） 

目  的  障害者団体等からの要請に応じて，リフト付バスを運行し，障害者の

各種研修会，講演会，スポーツ，レクリエーション等への参加を容易に

することによって，障害者の社会参加の促進を図る。  

事業内容  リフト付バス １台（定員24人） 

運行範囲 鹿児島県内（離島を除く）  

利用日・時間 12月29日から翌年の１月３日までを除く日  

午前９時30分から午後４時30分まで 

実  績  令和５年度 運行回数 159回， 利用人員 延5,510人 

予 算 額  令和６年度 6,947千円 
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(18) 福祉用具貸与事業（市単独事業 平成３年度から実施） 

目  的  社会生活上福祉用具を必要とする者に対して，福祉用具を貸与するこ

とにより障害者の社会参加と福祉の増進に寄与する。  

対 象 者  原則として，本市に居住する者で，下記に該当する者  

・車いす 医療機関への通院，旅行等社会生活上車いすを必要とする者  

貸与期間  車いす おおむね１ヶ月 

実  績  車いす 令和５年度 97件 

(19) 鹿児島県福祉のまちづくり条例関係事務（県移譲事務 平成12年度から実施） 

概  要  「鹿児島県福祉のまちづくり条例」に基づき，障害者等に配慮した生

活環境の整備並びにまちづくりを推進するため，不特定多数の者の利用

に供する施設のうち，障害者等が安全かつ快適に利用できるようにする

ための整備を促進することが特に必要な施設の新築等の内容についての

届出を受理する。また，整備基準に適合していることを証する証票の交

付の請求により，適合しているものに対し交付する。  

なお，平成９年度施行した「鹿児島市福祉環境整備指針」は県条例の

適用を受けない小規模の対象建築物について協議等を行っている。  

(20) 訪問入浴事業（国の制度 昭和49年度から実施） 

目   的   自力及び家族の介助で入浴が困難な重度身体障害者等の家庭に移動

浴槽車を派遣し，重度身体障害者等の保健衛生の向上並びに家族の身体

的及び精神的な負担の軽減を図る。  

対 象 者  65歳未満の身体障害者手帳１・２級または知能指数 35以下で，寝たき

りの状態にあり，家族の介助だけでは入浴することができない者  

利用回数  １人１ヶ月６回以内 

実  績  令和５年度 延 3,386人 

予 算 額  令和６年度 41,048千円 

(21) ゆうあい訪問給食事業（市単独事業 平成12年度から実施） 

目  的  65歳未満の独居障害者世帯等を訪問して食事を提供することにより，

栄養及び献立等の面で単調になりがちな食生活を改善し，障害者の健康

で自立した生活の支援及び孤独感の解消を図る。なお，昼食に加えて，

平成16年７月から夕食の配食を実施している。  

対 象 者  独居重度身体障害者（１・２級）及び重度身体障害者だけの世帯の者

で食事の調理が困難な者 

利用回数  昼食 週６回以内 

夕食 昼食を週６回受けている者のうち希望者は週６回  

利用者負担 １食400円（住民税非課税世帯，生活保護受給者は１食 200円） 

登録者数  391人（令和５年度末） 

予 算 額  令和６年度 44,925千円 

(22) 移動支援事業（国の制度 平成18年度から実施） 

目  的  屋外での移動が困難な障害者（児）に外出時の支援を行うことにより，

社会参加と自立を促す。 
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対 象 者  身体障害者 身体障害者手帳の第１種の所持者  

知的障害者 療育手帳の所持者 

精神障害者  精神障害者保健福祉手帳所持者で障害支援区分が１以

上，かつ「行動援護および重度障害者等包括支援の判定基

準表」において５点以上の者  

難病患者等 外出に支援が必要であると認められる者  

そ  の  他  65歳到達前の過去５年間継続して援助支援の決定を受

けていた者 

事業内容 ① 場所の移動のために必要となる支援  

② 目的地における行動支援  

利用時間  基本 15時間／月 

個別事情に応じ，期限を定めて必要時間を追加  

利 用 料  １時間あたり 身体介護を伴う   200円 

身体介護を伴わない  75円 

市町村民税非課税世帯及び生活保護世帯は無料  

予 算 額  令和６年度 292,113千円 

(23) 日中一時支援事業（国の制度 平成18年度から実施） 

目  的  介護者の生活支援及び障害者（児）の日中活動の場を確保することに

より，障害者（児）及び家族の安定した生活を保障する。  

対 象 者  障害福祉サービスの「短期入所」の支給決定を受けている障害者及び

障害児 

事業内容  障害者（児）を介護する者が，疾病等の理由により居宅における介護

ができない場合に，一時的に施設に預け，必要な保護を行う日帰りショ

ートステイ 

利用時間  基本 30時間／月 

個別事情に応じ，期限を定めて必要時間を追加  

利 用 料  １時間あたり 30円（医療型 １時間あたり 40円） 

市町村民税非課税世帯及び生活保護世帯は無料  

予 算 額  令和６年度 36,360千円 

(24) 地域活動支援センター事業（国の制度 平成18年度から実施） 

目  的  在宅の障害者に創作的活動や生産活動の機会を提供することにより，

自立と社会との交流を促進する。  

対 象 者  在宅の障害者 

事業内容  社会適応訓練，創作活動，生産活動等  

利 用 料  無料 

委託施設  ゆうあい館，たんぽぽ，とんぼ，かけはし，ひだまり，ソーバーハウ

ス，サポートやすらぎ，クリンカハウス，ドリーム，さをり工房うえ～

ぶ，きずな館，結い愛の郷  

予 算 額  令和６年度 159,321千円 

(25) 更生訓練費支給事業（国の制度 平成18年度から実施） 

目  的  更生訓練費を支給し，社会復帰の促進を図る。  
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事業内容   就労移行支援又は自立訓練を利用している障害者に更生訓練費を支

給する。 

予 算 額  令和６年度 7,532千円 

(26) 福祉ホーム事業（国の制度 平成10年度から実施 平成18年10月から障害者自

立支援法による地域生活支援事業へ移行）  

目  的  日常生活に支障のある障害者に対し，低額な料金で日常生活に適する

ような居室その他の設備を利用させるとともに，日常生活に必要な便宜

を供与する福祉ホームを運営する社会福祉法人に運営費の一部を助成し，

障害者の福祉の増進を図る。  

対象施設  自立ホームゆめの里    川上町680-3  定員11人 

福祉ホームむぎのめの里  川上町1862－1 定員10人 

こかげの里        川上町685－12 定員14人 

福祉ホームつわぶきハウス 犬迫町8032－2 定員８人 

予 算 額  令和６年度 9,801千円 

(27) 身体障害者福祉電話設置事業（市単独事業 平成５年度から実施） 

目  的  在宅の重度身体障害者に対し福祉電話を貸与することにより，難聴者

又は外出困難な重度身体障害者のコミュニケーション及び緊急連絡の手

段の確保を図るとともに，電話による安否の確認や，各種相談に応じ，

もって重度身体障害者の福祉の増進を図る。  

対 象 者  難聴者又は外出困難な重度身体障害者で，身体障害者手帳の等級が２

級以上の者 

設置状況  令和５年度 ０台 累計 35台 

予 算 額  令和６年度 978千円 

(28) ひとり暮らし障害者等安心通報システム設置事業（市単独事業 平成25年度か

ら実施） 

（※24年度までは「身体障害者在宅介護支援システム設置事業」）  

目  的  緊急通報システムを設置することにより，急病など緊急時における不

安を解消するとともに生活の安全を確保し，住み慣れた地域で安心して

暮らしていけるよう支援する。  

事業概要   障害者が緊急通報装置本体またはペンダントのボタンを押した場合

やセンサー等により異常を感知した場合に，市が委託した事業者（警備

会社）が通報を受信し，利用者宅へ電話をかけ状況確認を行う。利用者

が電話を受けることができない場合には，鍵を預かった警備員を利用者

宅へ派遣し，必要に応じて，消防局へ救急車の緊急出動の要請を行う。  

対 象 者  下記のいずれかに該当する者で，世帯全員が病弱なため日常生活を営

むうえで常時注意を要するもの  

① 65歳未満のひとり暮らし重度身体障害者（身体障害者手帳１・２級）

世帯 

② 65歳未満の重度身体障害者（身体障害者手帳１・２級）のみの世帯  

③ ②に準ずる世帯（65歳未満の重度身体障害者と重度知的障害者との

同居など） 
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利用者負担額 

 負担額（月額） 

生活保護受給世帯 

0円 市民税非課税世帯 

市民税均等割課税者がいる世帯  

市民税所得割課税者がいる世帯  1,000円（携帯型：800円） 

予 算 額  令和６年度 2,665千円 

(29) 在宅人工呼吸器・酸素濃縮器使用電気料助成事業（市単独事業 平成13年度から

実施） 

目  的  在宅で常時，人工呼吸器又は酸素濃縮器を使用している重度呼吸器機

能障害者に対して，これらの機器に係る電気料金の一部を助成し，障害

者の経済的負担の軽減と福祉の増進を図る。  

対 象 者 ① 身体障害者手帳所持者で呼吸器機能障害１級又は３級の者，又はこ

れに準ずる者として特に市長が認める者  

② 在宅で常時，人工呼吸器又は酸素濃縮器を使用する者  

③ 生計中心者の市町村民税が非課税の者  

予 算 額  令和６年度 2,220千円 

(30) 重度心身障害者（児）紙おむつ等助成事業（市単独事業 平成８年度から実施） 

目  的  在宅又は病院等で，紙おむつ等を使用している重度心身障害者（児）

に対し，紙おむつ購入費等を助成し，重度心身障害者（児）の福祉の向

上及びその世帯の経済的負担の軽減を図る。  

対 象 者  ３歳以上の身体障害者手帳１級，２級の肢体不自由者または，療育手

帳Ａ１，Ａ２，Ａに該当する者で，生計中心者の市町村民税が非課税の

者（生活保護世帯を除く。） 

助 成 額  月額 4,000円以内 

予 算 額  令和６年度 12,349千円 

(31) 寝具乾燥事業（市単独事業 昭和54年度から実施） 

目  的  寝たきりの身体障害者の寝具の洗濯・乾燥・消毒を行うことにより，

身体障害者の保健衛生の向上及び福祉の増進を図る。  

対 象 者  １月の大半を寝たきりの状態で過ごし，かつ，日常生活に他人の介護

を要する状態が６カ月以上継続している65歳未満の身体障害者で，伝染

性疾患者でなく，生計中心者の市町村民税が非課税の者  

実施回数  １人年３回以内 

予 算 額  令和６年度 44千円 

(32) 重度身体障害者理髪・美容サービス事業（市単独事業 平成６年度から実施）  

目  的  外出困難な重度身体障害者の家庭に理容・美容業者を派遣して，理髪・

美容サービスを行い，保健衛生の向上及び福祉の増進を図る。  

対 象 者  身体障害者手帳（視覚障害１級及び65歳未満の肢体不自由１級）の所

持者で，外出困難な重度身体障害者  

実施回数  １人年３回以内 
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予 算 額  令和６年度 1，278千円 

(33) 重度身体障害者住宅改造費助成事業（市単独事業 平成９年度から実施）  

目  的  重度身体障害者の在宅での生活を支援するため，浴室・トイレ・廊下

の段差解消，手すりの設置や居室の改造等に要する経費の一部を助成し，

生活環境の整備を図る。 

対 象 者  重度身体障害者及びその同居者で，同居者全員の前年課税所得金額の

合計額が330万円以下であり，納付すべき市税の滞納がない世帯  

助 成 額  対象経費に２分の１を乗じた額  

（上限額：500,000円） 

予 算 額  令和６年度 15,298千円 

(34) 児童発達支援事業専門員加算等補助金（市単独事業 昭和51年度から実施） 

目   的   在宅で児童発達支援事業所等へ通所する心身障害児又は重症心身障

害児に対し，日常生活基本動作訓練や集団生活適応訓練等の早期療育を

行うことにより各自の能力に応じた発達を支援する。  

事業内容  児童発達支援事業所，児童発達支援センター及び放課後等デイサービ

スについて，より質の高い訓練や指導のほか専門的な個別指導や，その

家族に対する心理的サポートを含む総合的な療育指導を行う事業所に対

して，専門指導員等の経費の一部を助成する。  

予 算 額  令和６年度 49,500千円 

(35) 発達障害児等家族支援補助事業（市単独事業 令和元年度から実施）  

目  的  発達障害児等が地域からの孤立や児童虐待につながらないよう，保護

者が楽しく子育てに臨める自信を持たせるため，事業所が行う家族支援

に対し補助を行い，療育の質の向上を図る。  

事業内容  児童発達支援事業所等が，通所している発達障害児等の保護者に対し

て，グループ講習等の集団支援を実施した場合に，経費の一部を助成す

る。 

予 算 額  令和６年度 3,870千円 

(36) 障害児地域療育等支援事業（市単独事業 平成８年度から実施）  

目  的  在宅障害児（者）のライフステージに応じた地域での生活を支援する

ため，障害児（者）施設の有する機能を活用し療育，相談体制の充実を

図るとともに，各種福祉サービスの提供の援助，調整等を行い，地域の

在宅障害児（者）及びその家庭の福祉の向上を図る。  

事業内容 ① 障害児等療育支援事業 

・在宅支援訪問療育指導事業  

・在宅支援外来療育指導事業  

・施設支援一般指導事業 

② 地域療育等支援事業 

対 象 者  在宅の重症心身障害児(者)，知的障害児(者)及び身体障害児(者)等 

予 算 額  令和６年度 4,957千円 
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(37) 障害福祉サービス事業所等サポート事業（国の制度 令和３年度から実施） 

目  的  福祉・介護職員等処遇改善加算等の新規取得や，より上位区分の加算

の取得を促進するとともに，障害福祉サービス等情報公表制度に係る審

査体制を確保し，当該制度を円滑に実施する。  

事業内容  ①  福祉・介護職員等処遇改善加算等の取得促進に係る事業所への助

言・指導等 

福祉・介護職員等処遇改善加算等の認知度向上や，各事業所による

申請へのサポート体制を構築することにより，市内事業所における加

算等の取得促進を図る。 

② 障害福祉サービス等情報公表制度の施行に係る審査体制の確保  

会計年度任用職員を雇用し，障害福祉サービス等情報公表制度の審

査を行う。 

予 算 額  令和６年度 5,062千円 

(38) 障害者相談支援等事業（国の制度 平成18年度から実施） 

目  的  在宅で生活している障害者やその家族を対象に，地域で生活を送るう

えで必要な各種福祉サービスの活用などについて相談を受け，助言や利

用援助を行い，障害者の地域における生活を支援する。  

事業内容 ① 障害者相談支援事業（電話・来所・訪問等による相談）  

② 障害者緊急一時保護業務  

予 算 額  令和６年度 54,024千円 

(39) 鹿児島市障害者基幹相談支援センター事業（国の制度  平成 24年10月１日設置） 

目  的  障害者（児）及びその家族等からの総合的な相談業務について，ワン

ストップ化を図り，情報の提供及び助言その他障害福祉サービスの利用

支援等の必要な支援を行うとともに，関係機関との連絡調整，その他虐

待防止センターの機能を備えた，本市の相談支援の拠点となる基幹相談

支援センターを運営する。  

事業内容  総合的な相談業務（身体障害・知的障害・精神障害（発達障害を含む）・

差別解消）及び成年後見制度利用支援事業を実施。  

・身近な地域の相談支援事業者で対応できない個別事例への対応  

・虐待防止センターの役割など  

予 算 額  令和６年度 39,103千円 

(40) 地域生活支援拠点事業（国の制度 平成29年度から実施） 

目  的  地域で生活する障害者の不安の解消を図り，障害者及び家族が安心し

て生活できるよう支援することにより，障害のある人もない人も共に地

域で生活できる社会の推進に寄与する。  

事業概要 ・24時間365日の緊急対応（相談，受入れ）  

・施設等から地域生活への移行を希望する障害者に対して当拠点やグル

ープホーム等において地域生活の体験の場を提供  

上記事業を行うため，拠点の機能を中核的に担う施設に対して，居室の

確保及びコーディネーター配置を行う。  

平成29年10月１日から運用開始。 
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予 算 額  令和６年度 14,774千円 

(41) 自立支援医療費（更生医療）支給事業（国の制度 昭和24年度から実施） 

目  的  身体障害者の更生を目的にし，手術，治療により身体の機能障害を除

去し，または軽減して職業能力や日常生活を容易にする。  

対 象 者 18歳以上の身体障害者手帳を有する者  

実  績 

年度 

区分 
令和３ 令和４ 令和５ 

延 件 数 11,922件 11,879件 11,721件 

予 算 額  令和６年度 1,127,375千円 

(42) 重度心身障害者等医療費助成事業（県補助事業 昭和49年度から実施） 

目  的  重度心身障害者（児）の保健の向上と福祉の増進を図るため本市では

昭和49年７月から身体障害者手帳１級・２級所持者並びに知能指数 35以

下の一定の年齢の者を対象に保険診療分の自己負担額を助成する制度を

市単独事業として実施した。昭和49年10月から県の補助事業となり昭和

58年２月から65歳以上の対象者にも範囲が拡大された。令和６年７月か

ら支払い方式が自動償還払い方式へ変更するとともに，対象者へ精神障

害者保健福祉手帳１級所持者（通院医療費のみ）を追加し，所得制限が

導入された。 

対 象 者 ① 身体障害者手帳の１級・２級所持者での者  

② 知的障害者（児）で知能指数が35以下の者 

③ 身体障害者手帳の３級と知的障害者（児）で知能指数が 36以上50以

下の合併障害者 

④ 精神障害者保健福祉手帳１級所持者(通院医療費のみ） 

上記の者で本人または保護者が市内に住所を有する者で，一定の所得以

下の者 

助 成 額  保険診療分の自己負担額（１カ月単位）  

助成の方法 自動償還払い 

実  績  令和５年度助成件数 343,652件 

予 算 額  令和６年度 2,054,346千円 

(43) 市民福祉手当（重度障害者（児）手当）（市単独事業 昭和45年４月から実施） 

目  的  重度障害者（児）に市民福祉手当を支給することにより，これらの者

の福祉の増進を図る。 

対 象 者 ① 重度障害者（対象者15,608人）（令和６年度予算人員） 

10月１日現在で本市に１年以上居住している 20歳以上の者で，身体

障害者手帳１・２級，療育手帳Ａ１・Ａ２・Ｂ１若しくは精神障害者

保健福祉手帳１・２級の者又はこれに準ずる障害を有する者  

② 重度障害児（対象児639人）（令和６年度予算人員） 

４月１日現在で本市に１年以上居住している 20歳未満の者で，身体

障害者手帳１・２級，療育手帳Ａ１・Ａ２・Ｂ１若しくは精神障害者

保健福祉手帳１・２級の者又はこれに準ずる障害を有する者  
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支 給 額  年額24,000円 

予 算 額  令和６年度 392,842千円 

(44) 特別障害者手当（国の制度 昭和61年度から実施） 

目   的   日常生活において常時特別の介護を必要とする 20歳以上の在宅の重

度障害者の福祉の増進を図る。  

手 当 額  月額28,840円 

実  績 

年度 

区分 
令和３ 令和４ 令和５ 

受給者数（人） 813 857 955 

(45) 障害児福祉手当（国の制度 昭和61年度から実施） 

目   的   日常生活において常時介護を必要とする 20歳未満の重度障害児の福

祉の増進を図る。 

手 当 額  月額15,690円 

実  績 

年度 

区分 
令和３ 令和４ 令和５ 

受給者数（人） 337 354 365 

(46) 福祉手当（経過措置分）（国の制度 昭和61年度から実施） 

目   的   日常生活において常時介護を必要とする重度障害者の福祉の増進を

図る。（旧福祉手当の受給者で特別障害者手当，障害基礎年金の非該当者） 

手 当 額  月額15,690円 

実  績 

年度 

区分 
令和３ 令和４ 令和５ 

受給者数（人） 13 11 8 

(47) 心身障害者扶養共済事業（県の制度 昭和45年度から実施） 

目  的  心身障害者の保護者の相互扶助の精神に基づき，保護者の死亡又は重

度障害の状態となった後の心身障害者に年金を支給し，心身障害者の生

活の安定と福祉の増進に資する。下記①～③のいずれかに該当する心身

障害者の保護者で市内に住む65歳未満の健康な者 

対 象 者  ① 知的障害者  ② 身体障害者（１級から３級まで）  

③ ①②に準ずる者で将来独立自活することが困難と認められる者  

加入限度  心身障害者１人につき２口まで  

加入者数  139人（令和５年度末） 

給付内容   加入者が死亡又は重度障害の状態となった日の属する月から心身障

害者に対し，加入口数が１口につき年金月額２万円が支給される。  

予 算 額  令和６年度 8,433千円 

(48) 心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）  

① 設置目的 
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このセンターは，障害者のふれあいと自立活動の拠点として，また，福祉の増

進や社会参加の意欲の向上などを図るための中核となる施設であり，地域活動支

援センター事業や福祉機器リサイクル事業，身体障害者パソコン講座などを行っ

ている。 

障害者の活動やコミュニケーションの場として，また，心の福祉を育むところ

として，気軽に，楽しく，活用されることを目的とする。  

② 利用方法等 

・開館時間  午前９時～午後９時 

・休 館 日  水曜日，12月29日から翌年の１月３日まで  

・使 用 料  無料 

・利用対象者 市内に居住する身体障害者手帳や療育手帳を有する者等  

③ 主な事業 

ことばの発達指導事業，利用者相談支援等事業，スポーツ・レクリエーション，

福祉機器リサイクル事業，ＩＴ講習会開催事業等  

(49) 知的障害者福祉センター（ふれあい館） 

① 設置目的 

このセンターは，知的障害者の中核となる施設として，平成 12年11月に開所し

た。体育館，温水プール，プレイルーム，音楽ルーム，会議室，交流スペース，

展示コーナー，相談室等を備えている。知的障害者相互のふれあいを深め，生き

がいと健康づくりを支援し，知的障害者とその家族の福祉の向上を図ることを目

的とする。 

② 利用方法等 

・開館時間  午前９時～午後９時 

・休 館 日  月曜日，12月29日から翌年の１月３日まで  

・使 用 料  無料 

・利用対象者 療育手帳所持者等とその家族及び知的障害者のために奉仕活動を

行う個人や団体 

③ 主な事業 

スポーツ，レクリエーション，健康・生活・職業等の相談・指導，教育講座等

の開催 

(50) 精神保健福祉交流センター（はーと・ぱーく）  

① 設置目的 

このセンターは，精神障害者の自立及び社会参加の促進を図るとともに，市民

の精神障害に対する理解と相互の交流を深めることを目的とする。  

② 利用方法等 

・開館時間  午前９時～午後９時 

・休 館 日  火曜日，12月29日から翌年の１月３日まで  

・使 用 料  無料 

・利用対象者 精神障害者保健福祉手帳所持者（障害の程度が同程度と認められ

る者）とその家族や介護者及び精神障害者のために奉仕活動を行う

個人や団体 

③ 主な事業 
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・健康，生活，就労等の相談・指導  

・精神障害者に対する社会的偏見をなくし地域住民等との交流を図るイベント  

・精神障害に対する正しい知識の普及啓発を目的とした講座，講習会等の開催  

(51) 成年後見制度利用支援事業（国の制度 平成14年度から実施） 

目  的  身寄りのない知的障害者・精神障害者等で，後見開始の審判を申立て

る者がいない者のために，審判の申立てを行うほか，その申立て費用を

負担し，判断能力の不十分な知的障害者・精神障害者等の保護を図る。  

予 算 額  令和６年度 5,811千円 

(52) 障害福祉計画等策定・管理事業（市単独事業 平成18年度から実施） 

目   的   障害者基本法に基づく市町村障害者計画である第五次鹿児島市障害

者計画（令和５～９年度）並びに障害者総合支援法に基づく市町村障害

福祉計画及び児童福祉法に基づく市町村障害児福祉計画である鹿児島市

障害福祉計画第７期計画・鹿児島市障害児福祉計画第３期計画（令和６

～８年度）を推進し，進行管理を行う。  

内  容 ① 第五次鹿児島市障害者計画  

ア 根拠：障害者基本法に基づく「市町村障害者計画」  

イ 内容：本市の障害者施策を推進するための計画として，施策の基

本的方向を示す 

ウ 計画期間：令和５年度から令和９年度  

② 鹿児島市障害福祉計画第７期計画・鹿児島市障害児福祉計画第３期

計画 

ア 根拠：障害者総合支援法に基づく「市町村障害福祉計画」  

児童福祉法に基づく「市町村障害児福祉計画」  

「第五次鹿児島市障害者計画」の数値目標を含む実施計画

と位置付ける 

イ 内容：障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の体制の確保に

関する計画 

ウ 計画期間：令和６年度から８年度 

予 算 額  令和６年度 1,263千円 

(53) 障害者施策推進協議会（昭和49年度から実施） 

障害者基本法に基づく障害者施策推進協議会を平成６年６月設置。  

（昭和49年10月設置の心身障害者対策協議会を名称変更）  

委員の構成 学識経験者    ７人 

行政機関の関係者 ５人 

予 算 額  令和６年度 70千円 

  

計12人 
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(54) 障害者自立支援協議会（平成20年度設置） 

障害者総合支援法に基づく協議会として，関係機関の連携強化や障害福祉計画の進

行管理等を行う。 

委員の構成 学識経験者 ３人 

関係団体等 19人 

公募市民  ４人 

行政    ４人 

(55) 医療的ケアを必要とする障害児支援事業（国の制度 令和元年度から実施） 

目  的  医療的ケア児（人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を

営むために医療を要する状態にある障害児）が適正な支援を受けられる

ように，保健，医療，障害福祉，保育，教育等の関係機関が連携を図る

ための協議の場の運営を行うほか，医療的ケア児支援に関するリーフレ

ットの作成を行う。 

予 算 額  令和６年度 359千円 

(56) 在宅重度心身障害児家族支援事業（令和５年４月から国の制度へ移行  令和３

年度から実施※令和３ ,４年度は県の制度） 

事業内容   在宅の重度心身障害児を介護する家族の心身や経済上の負担軽減を

図るため，家族に代わって訪問看護師等が看護を行うための経費を助成

する。 

対 象 者  18歳未満で下記のいずれかに該当する者  

① 身体障害者手帳１級または２級  

② 療育手帳Ａ１またはＡ２ 

③ 身体障害者手帳３級かつ療育手帳Ｂ１  

予 算 額 令和６年度 2,325千円 

(57) ナイスハート支援事業（市単独事業 平成24年度から実施） 

目   的   障害者授産施設の生産物の販売等を促進するとともに市民への啓発

を行い，障害者の生産意欲の向上を図る。  

事業内容   障害者施設の生産物の販売等を促進するための広報等の経費に対し

助成する。 

① 助成先  物品の加工・販売等を行う障害福祉サービス事業所で構

成する団体 

② 広報内容 生産物（木工品，パン，菓子等）やレストラン等の案内  

③ 広報方法 ホームページなど 

予 算 額  令和６年度 200千円 

(58) チャレンジド大賞表彰事業（市単独事業 平成25年度から実施） 

目  的  障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに，障害者の社会

参加と自立支援の促進を図る。  

事業概要  様々な分野において，前向きに取り組み輝いている障害者個人や団体

及び障害者の方々を積極的に支援している個人等を表彰する。  

予 算 額  令和６年度 365千円 

計30人 
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(59) 各種団体に対する補助金事業（市単独事業） 

目  的  各種福祉団体に対し助成を行い，その活動を活性化することにより，

福祉の増進を図る。 

内  容  鹿児島市身体障害者福祉協会等への助成  

予 算 額  令和６年度 2,125千円  

６ 生活保護 

(1) 保護状況（令和６年度予算額 扶助費 26,167,581千円） 

区  分 

令和４年度（月平均） 令和５年度（月平均） 前年度 

対 比 

(人員) 世帯数 人 員 扶助額 世帯数 人 員 扶助額 

生 活 扶 助 
世帯 

10,293 

人 

13,007 

千円 

550,159 

世帯 

10,206 

人 

12,813 

千円 

543,708 

％ 

98.5 

住 宅 扶 助 10,032 12,445 294,543 9,979 12,296 292,589 98.8 

教 育 扶 助 489 746 7,333 461 698 6,051 93.6 

介 護 扶 助 2,814 2,884 44,525 2,831 2,894 45,383 100.3 

医 療 扶 助 10,924 13,412 1,230,364 10,858 13,244 1,291,458 98.7 

出産・生業・葬祭扶助 262 312 7,908 249 272 7,556 87.2 

就労自立給付金 5 5 249 6 6 333 100.0 

進学準備給付金 3 3 525 3 3 425 100.0 

扶 助 実 数 11,618 14,559 2,135,606 11,553 14,382 2,187,503 98.8 

 

区    分 令和４年度 令和５年度 増   減 

1人当た り扶 助額 （ 月額）  146,686円 152,100円 5,414円 

1世帯当たり扶助額（月額） 183,819円 189,345円 5,526円 

月 平 均 保 護 率 25.0‰ 24.9‰ △0.1‰ 

全 国 平 均 保 護 率 16.2‰ 16.3‰ 0.1‰ 

月 平 均 世 帯 数 11,618世帯 11,553世帯 △65世帯 

月 平 均 人 員 14,559人 14,382人 △177人 

月 平 均 

処 理 件 数 

開 始 93件 87件 △6件 

廃 止 92件 93件 1件 

却 下 4件 4件 0件 
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(2) 生活保護の推移（指数については，令和元年度を100とする） 

年 度 

区 分 
令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

保護実数 

(月平均） 

世帯 世帯 11,615 11,613 11,640 11,618 11,553 

指数  100 100.0 100.2 100.0 99.5 

人員 人 14,966 14,774 14,697 14,559 14,382 

指数  100 98.7 98.2 97.3 96.1 

保 護 費 

( 年 額 ) 

金額 千円 26,128,983 25,839,893 25,638,133 25,627,276 26,250,051 

指数  100 98.9 98.1 98.1 100.5 

一 世 帯 
当 た り 
扶 助 額 
( 月 額 ) 

月額 円 187,466 185,424 183,549 183,819 189,345 

指数  100 98.9 97.9 98.1 101 

保 護 率 

(千分比 ) 

本市 ‰ 25.4 25.1 25.1 25.0 24.9 

本県 ‰ 18.9 18.7 18.7 18.5 18.5 

全国 ‰ 16.4 16.3 16.3 16.2 16.3 

７ 生活困窮者自立支援 

(1) 自立相談支援事業（国の制度 平成27年度から実施） 

目 的  生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより，生活

困窮者の自立の促進を図る。  

内  容   生活困窮者の様々な課題に一元的に対応し，生活困窮者への的確な評

価・分析に基づいて自立支援計画を策定し，関係機関との調整などを行う。

また，生活支援コーディネーターを配置し，窓口へ来られない生活困窮者

等に対する訪問支援等を行う。  

予算額  令和６年度 28,214千円 

(2) 家計改善支援事業（国の制度 令和元年度から実施） 

内 容  相談者の家計状況の「見える化」によって根本的課題を把握し，関係機

関と連携して債権等の整理を図る。  

(3) 就労準備支援事業（国の制度 平成28年度から実施） 

内 容  一般就労に向けた準備が整っていない者を対象に，一般就労に従事する

準備としての基礎能力の形成を計画的かつ一貫して支援する。  

予算額  令和６年度 160千円 

(4) 住居確保給付金（国の制度 平成27年度から実施） 

内 容  生活困窮者のうち離職・やむを得ない休業等による収入減少により経済
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的に困窮し，居住する住宅の所有権等を失い，又は現に賃借して居住する

住宅の家賃を支払うことが困難となった者であって，就職を容易にするた

め住居を確保する必要があると認められる者に対して支給する。  

予算額  令和６年度 5,544千円 

(5) 子ども学習サポート事業（国の制度 平成28年度から実施） 

内 容  家庭の事情により，家庭での学習が困難であったり，学習習慣が十分に

身に付いていない小学校４～６年生，中学生への学習支援を，教員ＯＢや

大学生等の協力により実施する。  

予算額  令和６年度 5,302千円 

(6) 生活・就労支援センターかごしま（平成28年度に開設） 

内 容  生活・就労支援センターかごしま内に設置したハローワーク窓口やシル

バー人材センター窓口を通じて，就職を希望する生活困窮者等へワンスト

ップでの支援を行う。 

８ 保健衛生 

鹿児島市保健所    山下町11番１号 

北部保健センター   吉野町3275番地３ 

東部保健センター   山下町11番１号 

西部保健センター   永吉二丁目21番６号 

中央保健センター   鴨池二丁目25番１－11号 

南部保健センター   西谷山一丁目３番２号 

吉田地区保健センター 本城町1687番地２ 

桜島地区保健センター 桜島藤野町1456番地１ 

松元地区保健センター 上谷口町2883番地 

郡山地区保健センター 郡山町141番地 

喜入地区保健センター 喜入町6100番地 

食肉衛生検査所    下福元町7852番地 

保健環境試験所    鴨池二丁目22番18号 

動物愛護管理センター 田上町3910番地 

(1) 生活衛生 

① 業務内容 

ア 広報・教育・調査 

保健所行事広報，衛生教育，人口動態調査その他保健衛生に関する調査  

イ 監視・指導・取締 

医事，薬事，毒物劇物，食品衛生，家庭用品衛生，環境衛生，温泉，化製場等 

ウ 許認可免許手続 

営業関係許認可，診療所等の開設許可，医療従事者等の免許手続  

エ 犬・猫関係 

犬の登録，狂犬病予防注射，飼い方の指導，犬の捕獲，犬猫の引取り  

② 活動状況 

ア 食品衛生 
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食品衛生営業許可事務取扱件数             （令和５年度） 

区 分 飲 食 店 
菓 子 

製 造 

そうざい 

製 造 

食 肉 

販 売 

魚 介 類 

販 売 
そ の 他 計 

申 請 1,939 134 82 18 21 75 2,269 

許 可 1,941 137 82 19 22 74 2,275 

現 在 数 6,851 638 400 201 241 498 8,829 

監視指導延件数 4,192件 

イ 環境衛生 

環境衛生営業許可等事務取扱件数             （令和５年度） 

区 分 

旅

館 

興

行

場 

仮
設
興
行
場 

公
衆
浴
場 

理

容

所 

出
張
理
容 

美

容

所 

出
張
美
容 

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所 

特
定
建
築
物 

建
築
物
登
録
業 

温  泉 

計 掘

削 

動
力
装
置 

利
用
許
可 

申請又は届出 17 0 1 5 6 2 87 8 0 3 62 1 0 7 199 

許可又は確認 18 0 1 4 6 2 84 8 0 3 62 3 0 9 200 

現 在 数 226 17 1 132 493 36 1,421 142 299 207 163 ※264 228 174 3,803 

監視指導延件数 580件             （※泉源数） 

ウ 統計届出 

人口動態取扱件数                   （令和５年度） 

出生 死亡 死産 婚姻 離婚 

4,281 7,218 115 2,434 1,044 

エ 犬の登録頭数ほか                   （令和５年度） 

区分 

犬

の

登

録 

狂

犬

病 
予

防

注

射 

犬

の 

捕

獲

数 

飼

犬

の 

引

取

数 

所
有
者
不
明
犬 

の

引

取

数 

負

傷

犬

の 

収

容

数 

返

還

数 

咬

傷

届

数 

措

置

命

令 

飼

猫

の 

引

取

数 

所
有
者
不
明
猫 

の

引

取

数 

負

傷

猫

の 

収

容

数 

件数 1,873 17,379 15 7 51 0 45 16 0 7 192 74 

オ 動物取扱業の登録及び届出，特定動物の飼養又は保管の許可数（令和５年度） 

動物取扱業登録数（第一種）及び届出数（第二種）         （件） 

区 分 販 売 保 管 貸出し 訓 練 展 示 その他 

第一種 84 108 3 15 13 0 

区 分 譲渡し 保 管 貸出し 訓 練 展 示 その他 

第二種 2 2 0 0 2 0 

特定動物飼養保管許可数   37件 

カ 化製場等施設数                    （令和５年度） 

施設別 

 

区分 

化製場 

死 亡 

獣 畜 

取扱場 

準用 

施設 

飼養許可畜舎（指定区域内）  

牛 馬 豚 鶏 あひる 犬 山羊 めん羊 合計 

現在施設数 4 1 2 2 4 3 3 1 9 1 1 24 

監視指導数 2 1 2 1 4 3 3 1 11 1 1 25 

キ 食鳥処理場施設数                   （令和５年度） 

施設別 

区分 
大 規 模 認定小規模 

現 在 施 設 数 

監 視 指 導 件 数 

2 

13 

9 

14 
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③ 医療関係 

ア 医師，歯科医師及び薬剤師数（令和４.12.31現在） 

医師  2,737人  人口10万人当たり463.9人 

歯科医師 771人      〃   130.7人 

薬剤師 1,671人      〃   283.2人 

（資料 厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室「令和４年医師・歯科医師・薬剤師統計」） 

イ 病床数（令和６.４.１現在） 

13,707床（助産所を除く） 

人口10万人当たり 2,346床 

ウ 市内医療施設（令和６.４.１現在） 

経営主体 

 

区分 

国 県 市 

左記を除

く公的医

療施設 

医療 

法人等 
個人 計 

病 
 

 

院 

病 院 数  2  1 3 79  85 

病
床
数 

一 般 床 1,022  568 344 4,790  6,724 

療 養 床    18 2,248  2,266 

結 核 床     40  40 

精 神 床 40    3,241  3,281 

感 染 症 床 1  6    7 

計 床 1,063  574 362 10,319  12,318 

一
般
診
療
所 

無 床 診 療 所 数  2 3 6 4 315 130 460 

有
床 

診 療 所 数      90 3 93 

一 般 床     1,216 37 1,253 

療 養 床     136  136 

計 床     1,352 37 1,389 

歯
科
診
療
所 

無 床 診 療 所 数      114 255 369 

有
床 

診 療 所 数         

病 床 数 床        

助
産
所 

無 床 診 療 所 数      1 75 76 

有
床 

助 産 所 数      2 4 6 

入 所 数 床     18 6 24 

エ 市内医療関連施設（令和６.４.１現在） 

 薬 局 店舗販売業 衛生検査所 施術所 歯科技工所 

施設数 356 137 8 996 140 

オ 地域救急医療 

(ｱ) 初期救急医療（一般的な疾病・けがに対応）  

休日在宅当番医制・夜間急病センター・歯科救急医療（休日等歯科診療・

夜間歯科診療）・夜間救急薬局・かかりつけの病院・診療所  

ａ 休日在宅当番医制（昭和42年３月から実施） 

(a) 日曜，祝日，8/14・8/15，12/31 ～ 1/3の午前９時～午後６時 

(b) ９診療科目を当番医制で配置  

ｂ 夜間急病センター（平成18年４月１日供用開始） 

設置場所 鹿児島市保健・急病センター１階  

(a) 毎日 午後７時～翌朝７時（日曜，祝日，8/14・8/15，12/29～1/3は
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午後６時～翌朝７時） 

※産婦人科，眼科，耳鼻いんこう科は午後 10時まで 

(b) 診療科目 内科・小児科・外科・産婦人科・眼科・耳鼻いんこう科  

※産婦人科，眼科，耳鼻いんこう科，はオンコール制  

ｃ 歯科救急医療（休日：昭和54年３月から 夜間：平成４年４月から実施）  

○休日昼間 診療場所 県歯科医師会立口腔保健センター  

(a) 日曜，祝日，8/13 ～ 8/15，12/29 ～ 1/3の午前９時～午後４時 

○夜間歯科診療（在宅当番医制）  

(a) 毎日 午後６時～午後11時 

(b) １歯科診療所を当番医制で配置（5/3～5/5，8/13～8/15，12/29～1/3

は２歯科診療所） 

ｄ 鹿児島市薬剤師会夜間救急薬局（平成５年７月から実施）  

設置場所 鹿児島市保健・急病センター１階  

(a) 毎日 午後７時～翌朝７時（日曜，祝日，8/14・8/15，12/29～1/3は

午後６時～翌朝７時） 

(ｲ) 第二次救急医療（初期救急医療機関から要請を受けて，特に入院加療を要

する重症患者に対応） 

ａ 共同利用型病院「鹿児島市医師会病院」（昭和 59年６月から実施） 

(a) 毎日 24時間体制 

(b) 診療科目 内科・脳神経内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・

外科・消化器外科・呼吸器外科・婦人科・放射線科・麻酔科・ペインク

リニック内科・救急科・病理診断科・リハビリテーション科・緩和ケア

内科（計16科目） 

(ｳ) 第三次救急医療（第二次救急医療機関から要請を受けて，特に頭部外傷・

脳卒中・未熟児・心筋梗塞等の直ちに救命処置を要する重篤患者に対応）  

ａ 鹿児島市立病院救命救急センター・成育医療センター・脳卒中センター  

(a) 毎日 24時間体制 

ｂ 鹿児島大学病院救命救急センター  

(a) 毎日 24時間体制 

(2) 保健予防 

① 業務内容 

相談・健診・教室・訪問指導・給付事業  

ア 母と子の健康 

母子健康手帳交付と妊産婦健康相談，乳幼児予約制・１歳６か月児・３歳児

健康診査，医療機関委託による妊婦・産婦・乳幼児健康診査，新生児聴覚検査，

産婦支援小児科連携事業への公費助成，出産と育児についての健康教室（母親・

父親になるための準備教室，育児教室），新生児・妊産婦・乳幼児の訪問指導，

こんにちは赤ちゃん事業，未来を守るミルク支給事業，育児支援（育児相談），

子どもすこやか安心ねっと（乳幼児相談窓口，すくすく親子教室，総合発達相

談会，親支援教室，就学・進級へのステップアップ交流会等），妊娠・出産包括

支援（子育て世代包括支援センター（保健センター）の運営，母子保健支援員・

発達支援専門員の配置，産後ケア，ぷれママ・ママのほっとスペース事業等），

公費負担による医療費の助成（妊娠高血圧症候群や糖尿病などの妊産婦，未熟
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児，身体に障害を有する児，小児慢性特定疾病児，不妊治療・不育症治療を受

けた夫婦の医療費），不妊専門相談センター事業，小児慢性特定疾病児童等自立

支援，母子健康手帳アプリ運用事業，多胎妊産婦サポーター事業，出産・子育

て応援事業,食による適正体重化事業（妊婦への栄養指導強化）  

イ 歯の健康 

医療機関委託による幼児の歯科健診・フッ素塗布（乳幼児歯の健康づくり事

業），小学一年生の歯科健診・フッ素塗布（子ども達の歯と口の健康を守るため

の歯科健診事業），成人歯科教室，寝たきり者等訪問歯科指導，口腔衛生の普及，

口腔保健支援センターの運営  

ウ 成人と高齢者の健康 

健康相談，特定保健指導，栄養相談，訪問指導等の高齢者に対する個別的支

援，通いの場等への積極的な関与，ＩＣＴを活用した保健指導，元気いきいき

検診（がん検診，腹部超音波検診，骨粗しょう症検診，一般健診，肝炎ウイル

ス検診，歯周病検診），若年がん患者に対する療養支援，がん患者ウィッグ購入

費助成，運動普及推進員・健康づくり推進員の支援，健康づくり教室・講座（生

活習慣病重症化予防教室，市民のための糖尿病講演会，働く世代の健康教室，

認知症・うつ・フレイル予防教室，薬の健康教室），一般介護予防（口腔・栄養・

運動）複合教室，慢性腎臓病予防ネットワーク事業  

エ 健康づくりイベント 

北部ふれあい健康まつり，東部健康づくり交流会，西部かがやき健康祭，中

央ふれあい健康展，谷山健康まつり，花と緑の吉野公園ウォーキング，城山す

そ野ウォーキング，甲突河畔ウォーキング，与次郎・海の道ウォーキング，錦

江湾公園ウォーキング，桜ウォーキング  

オ 疾病の感染予防 

結核の感染予防対策（胸部エックス線撮影健康診断，結核医療給付，家庭訪

問による療養と感染防止指導等），予防接種（ジフテリア，百日せき，破傷風，

急性灰白髄炎（ポリオ），麻しん，風しん，日本脳炎，結核（ＢＣＧ），Ｈｉｂ

感染症，小児用肺炎球菌，ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん），水痘，

Ｂ型肝炎，ロタウイルス感染症，高齢者等のインフルエンザ，成人用肺炎球菌，

新型コロナウイルス感染症，流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）），骨髄移植等に

よるワクチン再接種費用の助成，感染症発生時対策及び発生動向調査，性感染

症，ＨＴＬＶ－１，ＨＩＶ，肝炎ウイルス，風しんなど特定感染症の予防対策  

カ 食生活と栄養 

食生活に関する相談，食に関する健康教室，食生活改善推進員の養成・活動

支援，給食施設指導，国民健康・栄養調査，食品表示（保健事項）に関する相談 

キ 医療福祉相談 

② 活動状況 

ア 定期予防接種                （令和５年度）（単位：件） 

４種混合 ３種混合 
急性灰白髄

炎（ポリオ） 

２種混合

（２期） 

麻しん・風しん

混合（１・２期） 
日本脳炎 

結 核 

（ＢＣＧ） 

小 児 用 

肺炎球菌 

17,305 1 0 3,415 8,953 18,423 4,247 16,521 
 

Hib感染症 
ヒトパピローマ

ウイルス感染症 
水 痘 Ｂ型肝炎 ロタウイルス 

高齢者等の 

インフルエンザ 

成人用肺

炎 球 菌 

麻しん・風し

ん混合（5期） 

16,478 6,903 8,082 12,218 8,834 94,257 6,554 253 
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イ 予防接種（任意接種）            （令和５年度）（単位：件） 

風しん（妊娠を希望する方等） おたふくかぜ 再接種（骨髄移植等による） 

881 8,154 37 

ウ 健康診査並びに保健指導等        （令和５年度）（単位：人，件） 

成 人 ・ 

高 齢 者 

訪問指導 

成 人 ・ 

高 齢 者 

健康相談 

お達者クラブ

（地域介護予

防 活 動 ） 

成 人 ・ 

高 齢 者 

健康教育 

面 接 

電 話 等 

保健指導 

栄養改善 

集団指導 

健康増進 

健康教育 

特 定 

保健指導 

栄養改善 

個別指導 

14,336 2,520 68,573 42,959 45,641 5,886 2,439 22 4,604 

妊 娠 

届 出 数 

妊 産 婦 

健康相談 

妊 婦 

健康診査 

産 婦 

健康診査 

産婦支援 

小児科等 

相 談 

乳 幼 児 

健康診査 

乳 幼 児 

健康診査 

(予約制) 

１ 歳 

６か月児 

健康診査 

３ 歳 児 

健康診査 

3,943 4,119 48,986 7,465 2,156 12,393 85 4,440 2,803 

妊 産 婦 

訪問指導 

新 生 児 

訪問指導 

こんにちは赤

ちゃん事業に

よ る 訪 問 

母親・父親に

なるための 

準 備 教 室 

育児教室 育児相談 
乳 幼 児 

相談窓口 

すくすく 

親子教室 

親 支 援 

教 室 

3,056 3,054 333 552 710 4,662 1,388 1,134 75 

親 子 

ひだまり 

発達相談 

総合発達 

相 談 

不妊に関

する相談 
性 教 育 

乳 幼 児 

歯の健康 

づ く り 

子ども達の歯

と口の健康を

守る歯科健診 

小 慢 に 

関する相

談・訪問  

795 34 20 22 13,022 3,527 1,924 

エ がん検診等実施状況           （令和５年度）（単位：人，％） 

区  分 対象者 受診者 受診率 異常なし 要精密者 

一 般 健 康 診 査 11,854 560 4.7％ ‒ ‒ 

胃 が ん 検 診 125,100 10,046 8.0％ 9,146 900 

子 宮 が ん 検 診 109,600 26,680 24.3％ 26,163 517 

乳 が ん 検 診 98,700 15,253 15.5％ 14,618 635 

肺 が ん 検 診 121,900 23,950 19.6％ 23,364 586 

大 腸 が ん 検 診 134,600 23,782 17.7％ 22,095 1,687 

前 立 腺 が ん 検 診 5,800 1,046 18.0％ 975 71 

腹 部 超 音 波 検 診 125,100 18,659 14.9％ 17,704 955 

肝炎ウイルス検診 ‒ 5,563 ‒ 5,517 46 

骨粗しょう症検診 9,500 2,299 24.2％ 1,909 390 

歯 周 病 検 診 32,351 1,661 5.1％ 807 854 

※各検診の受診者には，半日がん検診受診者を含む。  

※肝炎ウイルス検診の要精密者欄は，陽性者数。  

オ 結核予防 

(ｱ) 新登録結核患者数（各年12月31日現在）         （単位：人） 

令和４年 令和５年 
新登録者の増減 

新登録者数 罹患率（人口10万対） 新登録者数 罹患率（人口10万対） 

48 8.1 58 9.9 10 
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(ｲ) 実務義務者別にみた健康診断実施状況   （令和５年度）（単位：人，％） 

区分 

種別 
対象者 受診者 受診率 発見患者数 

定 

期 

事 業 者 35,410 34,657 97.9 0 

学 校 長 13,486 12,772 94.7 1 

施 設 長 3,402 3,250 95.5 0 

市長（業態者含む） 86,800 17,595 20.3 0 

計 139,098 68,274 49.0 1 

定
期
外 

患 者 家 族 等 116 110 94.8 0 

そ の 他 258 253 98.1 0 

計 374 363 97.1 0 

合   計 139,472 68,637 49.2 1 

※受診者数は，事業者等から報告のあった数のみを集計。  

カ 新型コロナウイルス感染症の受診・相談センター相談実績  （単位：件，人） 

 令和４年度 令和５年度 

相談（受診・相談センター実績） 56,506 3,396 

感染者 169,318 1,400 

※令和４年９月21日以降は，県が公表している鹿児島医療圏（本市，日置市，いちき

串木野市，三島村，十島村）の感染者数。  

※令和５年度は，５月８日公表分までの感染者数。  

(3) 保健支援 

① 業務内容 

ア 心の健康 

精神保健福祉相談・訪問，自立支援医療費（精神通院）受給認定申請受付

等，精神障害者保健福祉手帳の申請受付等，精神保健デイ・ケア，障害福祉

サービスの支給決定（精神障害者），地域生活支援事業，精神障害者相談事業，

家族のための教室，ふれあい交流事業，精神保健に関する講演会等，自殺対

策事業 

イ 難病対策 

医療講演会，難病に関する相談，指定難病医療対策事業の申請受付，骨髄

バンク登録推進，骨髄等移植ドナー支援，難病対策地域協議会，難病ガイド

ブック作成配布 

ウ 医療福祉相談 

② 活動状況 

ア 精神保健相談・訪問等         （令和５年度）（単位：人，件） 

精 神 保 健 

福 祉 相 談 

精 神 保 健 

訪 問 

精 神 保 健 

デ イ ・ ケ ア 

精神保健福祉に 

関する普及啓発 

16,936 521 144 2,509 

イ 難病相談・訪問等           （令和５年度）（単位：人，件）  

難 病 に 関 す る 

相 談 

医 療 社 会 

事 業 相 談 

難 病 に 関 す る 

訪 問 指 導 

難 病 

健 康 教 育 

6,238 6,578 49 783 
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(4) 保健環境検査 

① 業務内容 

ア 臨床検査 

イ 食品等検査 

ウ 環境検査 

② 活動状況 

ア 臨床検査                       （令和５年度） 

区   分 検 体 数 項 目 数 

病 原 性 腸 内 細 菌 検 査 5,383 11,760 

食 中 毒 検 査 204 1,283 

感 染 症 検 査 156 224 

尿 検 査 2,852 6,339 

梅 毒 血 清 反 応 検 査 636 1,272 

淋 菌 検 査 433 433 

寄 生 虫 卵 検 査 0 0 

血 液 一 般 検 査 19 152 

血 液 理 化 学 検 査 95 476 

免 疫 血 清 検 査 1,038 1,038 

Ｈ Ｉ Ｖ 検 査 743 1,486 

計 11,559 24,463 

イ 食品等検査                      （令和５年度） 

区   分 
行 政 検 査 一 般 検 査 

検体数 項目数 検体数 項目数 

乳 及 び 乳 製 品 7 402 0 0 

ア イス ク リ ー ム 類・ 氷菓  11 88 1 3 

菓 子 類 59 217 0 0 

肉 卵 類 及 び そ の 加 工 品 132 2,144 1 3 

魚 介 類 28 54 0 0 

穀 類 及 び そ の 加 工 品 27 340 2 6 

野菜・果物及びその加工品 18 44 2 6 

魚 介 類 加 工 品 20 140 11 35 

そ の 他 の 食 品 68 275 1 3 

農 産 物 の 残 留 農 薬 36 5,851 0 0 

その他（拭き取り検査等） 755 1,932 0 0 

飲 料 水 適 否 試 験 0 0 57 1,311 

簡 易 水 道 128 1,643 0 0 

プ ー ル 水 ・ 浴 場 水 検 査 126 578 0 0 

家 庭 用 品 等 検 査 50 110 0 0 

計 1,465 13,818 75 1,367 
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ウ 環境検査                       （令和５年度） 

区   分 検体数 項目数 

水
質 

河 川 ・ 水 路 等 調 査 236 6,333 

地 下 水 調 査 97 4,335 

海 水 浴 場 調 査 29 132 

水
質 

工 場 排 水 基 準 監 視 127 1,571 

産 業 廃 棄 物 処 分 場 排 出 水 調 査 32 994 

錫 山 周 辺 調 査 10 350 

そ の 他 （ 臨 時 調 査 ・ 苦 情 等 ） 5 121 

大
気 

臭 気 指 数 測 定 5 5 

酸 性 雨 調 査 88 1,488 

計 629 15,329 

(5) 食肉衛生検査 

① 業務内容 

ア 牛・豚等の生体検査，内臓検査，枝肉検査  

イ 精密検査：病理，微生物，理化学検査  

ウ 衛生指導 

② 活動状況 

ア 畜種別と畜検査頭数及び処分頭数             （令和５年度） 

畜  種 牛 馬 豚 計 

検査頭数 14,713 0 204,570 219,283 

全部廃棄 
頭 数 137 0 693 830 

％ 0.93 0 0.34 0.38 

(6) 保健・急病センター 

① 施設の概要 

所在地  鴨池二丁目22番18号 

敷地面積  1,931.15㎡ 

延床面積  4,013.67㎡ 

構  造  鉄筋コンクリート造地下１階地上５階建  

② 施設の内容 

ア 夜間急病センター １階 

イ 鹿児島市薬剤師会夜間救急薬局 １階 

ウ 精神保健福祉交流センター ２階・３階 ※詳しくは，P210，211を参照 

精神障害者の自立及び社会参加の促進を図るとともに，市民の精神障害に対

する理解と相互交流を深めることを目的とした施設  

閉 館 日  毎週火曜日・12/29 ～１/ ３ 

開館時間  午前９時～午後９時 

主な施設  交流スペース，多目的ルーム，相談室，デイケア室，調理室，

音楽ルーム等 

エ 保健環境試験所 ３階・４階・５階 

各種検診の臨床検査，食品等の検査，大気・水質等の環境検査及び感染症・

※詳しくは，P217，218を参照 
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食中毒発生時の原因物質の検査を行う施設  

検査内容 

・臨床検査 検便・尿検査・血液検査などを実施  

・食品検査 食品検査・飲料水検査などを実施 

・環境検査 河川水・工場排水等の水質調査，臭気指数測定などを実施  
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